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大阪市告示第1372号 

 次のとおり落札者等について公示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

[掲載順序] 

◎契約担当（所在地） 

 ①調達件名、数量（予定数量）及び調達方法 ②契約方式 ③落札決定日

（随意契約の場合は契約日） ④落札者（随意契約の場合は契約相手方） 

⑤落札金額（随意契約の場合は契約金額） ⑥入札公告日又は公示日 ⑦随

意契約の場合はその理由 

◎人事室総務課（大阪市北区中之島１丁目３番20号） 

①大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託 長期継続一式 

②総合評価一般競争入札 ③26.８.21 ④アクセンチュア株式会社（東京

都港区赤坂１丁目11番44号 赤坂インターシティ） ⑤3,152,880,000円 

⑥26.５.13 

（人事室総務課） 

 

 

 

大阪市告示第1373号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、

告      示 

○監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の公表

　公　告

○一般競争入札の執行（大宮ほか１自転車保管所古自転車等の売

　払い等）

○一般競争入札の執行（金属くず等の売払い）

　共済組合公告

○大阪市職員共済組合定款の一部変更

○平成 26 年大阪市職員共済組合公告第４号（大阪市職員共済組

　合定款の一部変更）の一部訂正

　公立大学法人大阪市立大学公告

○平成 25 年度財務諸表（公立大学法人大阪市立大学）の公告

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、次のとおり公告する。 

 なお、申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活

動予算書については、申請書を受理した日から２か月間、大阪市市民局区政支

援室市民活動支援担当において、公衆の縦覧に供する。 

  平成26年10月17日 

                 大阪市長  橋 下   徹  

申請に係る特定非営利活動法人に係る事項 

申 請 の あ っ た 年 月 日 平成26年９月８日 

申請書を受理した日 平成26年９月25日 

名 称 特定非営利活動法人韓国文化普及機構 

代 表 者 の 氏 名 松岡 良三 

主たる事務所の所在地 大阪市大正区三軒家東２丁目２番23－406号 

定款に記載された目的 この法人は、多くの日本のかたがたに、日韓両

国の文化交流のための事業を行いもって、日本

と韓国両国の正しい歴史認識や相互理解を深め、

かつ、より親密で友好的な関係の構築を図るこ

とを目的とする。 

（市民局区政支援室市民活動支援担当） 

大阪市告示第1374号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、

特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったので、次のとおり公告

する。 

 なお、申請書に添付された定款、事業計画書及び活動予算書については、申

請書を受理した日から２か月間、大阪市市民局区政支援室市民活動支援担当に

おいて、公衆の縦覧に供する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

申請に係る特定非営利活動法人に係る事項 

申 請 の あ っ た 年 月 日 平成26年８月15日 

申請書を受理した日 平成26年９月25日 

名 称 特定非営利活動法人大阪フットボールクラブ 

代 表 者 の 氏 名 船曳 英三 

主たる事務所の所在地 大阪市浪速区立葉１丁目４番７号 

定款に記載された目的 この法人は、広く市民とともにスポーツ、サッ

カー等の振興を図ることにより、青少年の健全

発達、壮年及びシニア年齢層の健康維持増進を

企画し、また地域のコミュニケーションの場を

通じて優良なコミュニティを形成し、さらにサ

ッカーの持つ国際性から海外との交流を推進す
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る等、今後の市民の目指す方向性を考慮に入れ

つつ、市民の活動に積極的に協力することによ

り公益の増進に寄与することを目的とする。 

申 請 の あ っ た 年 月 日 平成26年９月９日 

申請書を受理した日 平成26年９月25日 

名 称 特定非営利活動法人大阪府中途失聴・難聴者協

会 

代 表 者 の 氏 名 上野 哲人 

主たる事務所の所在地 大阪府八尾市都塚１丁目９番地 

定款に記載された目的 この法人は大阪府下の中途失聴者、難聴者（以

下「難聴者等」という）をはじめ広く聴覚障害

者の社会参加促進のため、障害の有無を超えた

幅広い交流活動を行い、難聴者等の生活の向上

に寄与することを目的とする。 

申 請 の あ っ た 年 月 日 平成26年９月９日 

申請書を受理した日 平成26年９月25日 

名 称 ＮＰＯ法人えん 

代 表 者 の 氏 名 波多野 洋子 

主たる事務所の所在地 大阪市生野区桃谷１丁目４番12号 

定款に記載された目的 この法人は、障がいがある人もない人もあたり

まえに地域で生活をし、個々の個性を尊重しな

がら、みんなで喜怒哀楽を共にし、日々を過ご

すことのできる地域社会をつくることに寄与す

ることを目的とする。 

申 請 の あ っ た 年 月 日 平成26年８月29日 

申請書を受理した日 平成26年９月26日 

名 称 特定非営利活動法人日本スピリチュアルケアワ

ーカー協会 

代 表 者 の 氏 名 山添 正 

主たる事務所の所在地 大阪市中央区安堂寺町２丁目１番10号 

定款に記載された目的 この法人は、社会のあらゆる場面で活動できる

技術と精神性をもったスピリチュアルケアワー

カーを養成し、共に調和ある社会の建設をめざ

し、もって社会全体の利益の増進に寄与するこ

とを目的とする。 

（市民局区政支援室市民活動支援担当） 
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大阪市告示第1375号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定に基づき許可した開発行

為に関する工事が完了し、同法第36条第２項の規定による検査の結果適合して

いたので、同条第３項の規定により、次のとおり告示する。 

  平成26年10月17日 

     大阪市長  橋 下   徹  

１ 許可番号 

  平成26年７月16日  大阪市指令都計（開）第13号 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  大阪市西成区南津守７丁目67番１の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  大阪市中央区南船場２丁目９番14号 

  株式会社日商エステム 

  代表取締役  浅井 悦裕 

４ 新たに設置された公共施設 

公共施設

の種類 

概要 
管理者

用地の

帰属
摘        要 

幅員（管径） 延長 

道路 5.000ｍ 42.460ｍ 開発者 開発者 すみ切り２ヵ所含む 

下水道 D=150mm 4.800ｍ 大阪市 － 

０号組立マンホール    

インバート１ヵ所  新

設工 

なお、関係図書は大阪市都市計画局開発調整部開発誘導課において閲覧す

ることができる。      

（都市計画局開発調整部開発誘導課） 

 

 

 

大阪市告示第1376号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定に基づき許可した開発行

為に関する工事が完了し、同法第36条第２項の規定による検査の結果適合して

いたので、同条第３項の規定により、次のとおり告示する。 

  平成26年10月17日 

    大阪市長  橋 下   徹  

１ 許可番号 

  平成26年７月23日  大阪市指令都計（開）第22号 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  大阪市鶴見区茨田大宮４丁目530番１、530番５ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  大阪市鶴見区横堤５丁目13番47号 
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  株式会社三和住宅 

  代表取締役 山畠 敬右 

４ 新たに設置された公共施設 

公共施設

の種類 

概要 
管理者

用地の

帰属
摘        要 

幅員（管径） 延長 

道路 5.000ｍ 47.770ｍ 開発者 開発者 すみ切り２ヵ所含む 

下水道 D=200mm 5.500ｍ 大阪市 ― 

集水ますⅠ型 

(インバート付) 

１ヵ所 新設工 

下水道 D=150mm 0.500ｍ 大阪市 ― 

集水ますⅠ型 

(インバート付) 

１ヵ所 新設工 

下水道 D=150mm 5.500ｍ 大阪市 ― 

集水ますⅠ型 

(インバート付) 

１ヵ所 新設工 

５ 廃止された公共施設 

公共施設

の種類 

概要 
管理者

用地の

帰属
摘        要 

幅員（管径） 延長 

下水道 D=150mm 4.250m 大阪市 ― 

集水ますⅢ型 

(インバート付)  

１ヵ所 撤去工 

下水道 ― ― 大阪市 ― 
集水ますⅠ型 １ヵ所 

撤去工 

  なお、関係図書は大阪市都市計画局開発調整部開発誘導課において閲覧す

ることができる。 

（都市計画局開発調整部開発誘導課） 

 

 

 

大阪市告示第1377号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定に基づき許可した開発行

為に関する工事が完了し、同法第36条第２項の規定による検査の結果適合して

いたので、同条第３項の規定により、次のとおり告示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長     橋 下   徹  

１ 許可番号 

  平成26年９月９日  大阪市指令都計（開）第25-30号 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

6



 

 

 

 

 

  大阪市住之江区南港中８丁目９番６ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  東京都中央区築地６丁目19番20号 

  株式会社ニチレイロジグループ本社 

  代表取締役 松田 浩 

４ 新たに設置された公共施設 

公共施設 

の種類 

概要 
管理者

用地の

帰属
摘        要 

幅員（管径） 延長 

緑地 － － 開発者 開発者 面積 706.58ｍ2 

消防水利 － － 開発者 開発者
防火水槽 40ｔ １基 

（採水口付） 

  なお、関係図書は大阪市都市計画局開発調整部開発誘導課において閲覧す

ることができる。 

（都市計画局開発調整部開発誘導課） 

 

 

 

大阪市告示第1378号 

 大阪市立市民館条例（昭和39年大阪市条例第37号。以下「条例」という。）

第12条の規定により、指定管理者の指定の申請について、次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 担当 

  〒 557-0002 大阪市西成区太子１丁目15番17号 

        福祉局生活福祉部自立支援課 

        電話 06-6644-5119 

２ 業務の概要 

(1) 施設の名称及び所在地 

名 称  大阪市立西成市民館 

所在地  大阪市西成区萩之茶屋２丁目９番１号 

(2) 業務の範囲 

ア 地域福祉に関する情報の収集及び提供 

イ 講演会、講習会及び教養講座の開催 

ウ レクリエーション活動その他地域住民の交流の機会の提供 

エ その他市長が必要と認める事項 

(3) 管理の基準 

ア 休館日 

① 日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178  
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号）に規定する休日 

② 12月29日から翌年１月３日まで 

イ 供用時間 

午前９時から午後９時まで 

ウ 個人情報の保護 

業務の履行に際して入手した個人情報については、大阪市個人情報保

護条例（平成７年大阪市条例第11号）に定めるところにより、適正に取

り扱うこと 

(4) 指定を行おうとする期間 

平成27年４月１日から平成29年３月31日まで 

３ 申請資格 

  指定申請書提出時点において、次の各号に定める資格を全て満たす法人そ

の他の団体（以下「法人等」という。）であること。若しくは複数の法人等

を構成員とする連合体（以下「連合体」という。）であること。個人での申

請はできない。 

(1) 法人等に関する条件 

ア 条例第14条の規定に該当していないこと  

イ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当

していないこと  

ウ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていな

いこと  

エ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けて

いないこと  

オ 指定申請団体の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は大阪

市暴力団排除条例（平成23年大阪市条例第10号）第２条第３号に規定す

る暴力団密接関係者に該当していないこと  

カ 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと（会社更生

法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生

法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けたものを

除く。）  

キ 法人税、消費税及び地方消費税、法人本部所在地の直近３年度分の市

町村民税を滞納していないこと 

ク 施設の管理運営に必要な資格等を有していること 

(2) 連合体に関する条件 

ア 連合体は２以上の法人等で自主結成又は指定管理者指定申請書の提出

までにＳＰＣ（特定目的会社）などを設立すること 

イ 最低出資比率は、15％とする 

ウ 申請にあたっては、代表となる法人（以下「代表者」という。）を定

めること。なお、申請書類提出後、代表者及び構成員の変更は原則とし
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て認めない。 

(3) 連合体の構成員（代表者を含む）に関する条件 

ア すべての構成員が(1)の条件を満たすこと 

イ 単独で応募した法人等は、本案件において連合体の構成員となること

ができない。 

ウ 各構成員は、複数の連合体の構成員となることができない。 

  エ 代表者は出資比率が50％を超えるものとし、業務の遂行に責任をもつ

こと 

４ 手続等 

  指定管理者指定申請書を提出したものの中から、条例第15条の規定により 

最も適当であると認められる内容の指定申請をした法人等を指定管理者の指

定を受けるべきもの（以下「指定管理予定者」という。）として選定し、仮

協定を締結し、市会の議決後、指定管理者として指定する。 

(1) 募集要項の交付場所 

上記１に同じ 

(2) 募集要項の交付方法 

平成26年10月17日（金）から同年12月16日（火）まで（ただし、日曜

日、土曜日及び祝日を除く。）の午前９時30分から午後０時15分まで及び

午後１時30分から午後５時まで、無償で交付する。 

また、大阪市福祉局ホームページからダウンロードできる。 

(3) 指定管理者指定申請書の提出方法及び受付期間 

ア 提出方法 

指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書及

び添付書類を持参により提出すること 

イ 指定管理者指定申請書の提出場所 

    上記１に同じ 

ウ 添付書類 

① 指定管理者指定申請書に関する誓約書 

② 法人等の概要 

③ 定款・寄附行為及び法人登記事項証明書 

④ 事業報告書（直近３決算期又は３事業年度分） 

⑤ 財産目録、賃借対照表、損益計算書等財務諸表（直近３決算期又は

３事業年度分） 

⑥ 法人等の事業計画書及び収支予算書 

⑦ 印鑑証明書（指定申請書提出日より３カ月以内に発行され最新の状

態が反映されているもの） 

⑧ 役員名簿及び履歴書 

⑨ 納税証明書  

⑩ 障がい者雇用状況報告書及び障がい者法定雇用率未達成企業にあっ

ては、障がい者雇入れ計画書 
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⑪ 事業計画書及び収支計画書 

エ 受付期間 

平成26年12月９日（火）から同月16日（火）（ただし、日曜日、土曜

日及び祝日は除く。）の午前９時30分から午後０時15分まで及び午後１

時30分から午後５時まで 

５ 申請する者に要求される事項 

(1) 指定管理者の指定申請に関し、担当課より必要な資料の提出を求められ

た場合には、これに応じること 

(2) 指定管理予定者は、仮協定の締結に応じること 

６ その他 

(1) 指定手続において使用する言語 

日本語 

(2) 詳細は募集要項による。 

   （福祉局生活福祉部自立支援課） 

 

 

 

大阪市告示第1379号 

 次の施設について、大阪市立児童発達支援センター条例（平成17年大阪市条

例第126号）第３条第２項の規定に基づき、次のとおり臨時開館及び臨時休館

について承認したので、同条第３項の規定に基づき公告する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 臨時開館 

施設名 月日 供用時間 

大阪市立姫島こども園 平成 26 年 10 月 19 日（日） 午前９時から午後５時まで 

２ 臨時休館 

施設名 月日 

大阪市立姫島こども園 平成 26 年 10 月 20 日（月） 

（福祉局障がい者施策部障がい福祉課） 

 

 

 

大阪市告示第1380号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15第１項の規定により、

指定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第21条の５の24

の規定により告示する。 

  平成 26 年 10 月 17 日 

大阪市長  橋 下   徹  
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①主たる事務所の名称及び所在地 ②事業所の名称及び所在地 ③指定年月日 

④サービスの種類 ⑤主たる対象者 ⑥事業所番号 

①Ｂｅ．Ｍａｒｏｏ合同会社 大阪市住吉区殿辻一丁目９－10 住吉建物Ⅱ号

館203号 ②十色Ａｉｋｉ 大阪市住吉区墨江二丁目８番17号１Ｆ ③平成26

年９月１日 ④児童発達支援（児童発達支援センター以外）・放課後等デイサ

ービス ⑤障がい児 ⑥2752020111 

①株式会社ファイブアカデミー 東京都中央区八丁堀二丁目16番３号 ②スマ

ートキッズプラス東淀川 大阪市東淀川区菅原四丁目６番30号 ツインコート

101 ③平成26年９月１日 ④放課後等デイサービス ⑤障がい児 ⑥ 

2753020128 

①株式会社たいらか 大阪府守口市京阪北本通４番12－401号 ②放課後等デ

イるみなす 大阪市鶴見区放出東三丁目34番７号 ロイヤルアークグランデー

ルタワー１階 ③平成26年９月１日 ④放課後等デイサービス ⑤障がい児 

⑥2759220177 

①有限会社ケイズ・カンパニー 大阪市東住吉区湯里五丁目14番３号 ②児童

福祉施設 デイドリーム 大阪市東住吉区駒川三丁目22番15号 ③平成26年９

月１日 ④児童発達支援（児童発達支援センター以外）・放課後等デイサービ

ス ⑤障がい児 ⑥2750820140 

①ジェネファ薬品株式会社 大阪市中央区法円坂一丁目４番10号 ②にじいろ 

 大阪市都島区東野田町一丁目12番６号 ③平成26年９月１日 ④児童発達支

援（児童発達支援センター以外）・放課後等デイサービス ⑤障がい児 ⑥ 

2755220098 

（福祉局障がい者施策部運営指導課） 

 

 

 

大阪市告示第1381号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の19第２項の規定による指

定障害児通所支援事業の廃止の届出を次の者より受理したので、同法第21条の

５の24の規定により告示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

①主たる事務所の名称及び所在地 ②事業所の名称及び所在地 ③廃止年月日 

④サービスの種類 ⑤主たる対象者 ⑥事業所番号 

①特定非営利活動法人ほっと 大阪市都島区都島中通三丁目17番６号 グラン

ドゥーエ301号室 ②デイサービスほっと。 大阪市都島区都島中通三丁目17

－６－301 ③平成26年７月31日 ④児童発達支援（児童発達支援センター以

外）・保育所等訪問支援 ⑤障がい児 ⑥2755220015 

    （福祉局障がい者施策部運営指導課） 
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大阪市告示第1382号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第123号）第36条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者として

次の者を指定したので、同法第51条の規定により告示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

①主たる事務所の名称及び所在地 ②事業所の名称及び所在地 ③指定年月日 

④サービスの種類 ⑤主たる対象者 ⑥事業所番号 

①エールサービス株式会社 大阪府枚方市東香里二丁目５番14号 ②エールサ

ービス南住吉 大阪市住吉区南住吉一丁目３番17号 グラスヒル・フジオカ

503号 ③平成26年９月１日 ④居宅介護・重度訪問介護 ⑤身体障がい者・

知的障がい者・精神障がい者 ⑥2712001417   

①株式会社わかくさ 大阪市住之江区御崎五丁目14番11号 ②サポートセンタ

ーわかくさ 大阪市住之江区御崎五丁目14番11号 クレセントマンションＢ

108号 ③平成26年９月１日 ④行動援護 ⑤知的障がい者・精神障がい者・

障がい児・難病等対象者 ⑥2715900029 

①株式会社水際 大阪市生野区勝山南四丁目１番25号 ②いこい介護センター 

 大阪市生野区勝山南四丁目１番25号 ③平成26年９月１日 ④同行援護 ⑤

身体障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥2712200795 

①有限会社アート 大阪市西成区玉出中二丁目９番８号 ②アート訪問介護サ

ービス 大阪市西成区千本南一丁目16番２号 ③平成26年９月１日 ④同行援

護 ⑤身体障がい者・難病等対象者 ⑥2713300289 

①有限会社マザー介護 大阪市西淀川区野里一丁目25番５号 ②有限会社マザ

ー介護 大阪市西淀川区野里一丁目25番５号 ③平成26年９月１日 ④行動援

護 ⑤知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥2711000188 

①合同会社ヘルパーステーションつくし 大阪府東大阪市足代新町17番２号 

②ヘルパーステーションつくし＆つくし 大阪市平野区流町二丁目６番１号 

③平成26年９月１日 ④居宅介護・重度訪問介護・同行援護 ⑤身体障がい者

・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥2715802407 

①株式会社美之倉 大阪市北区中津一丁目18番８号 ＮＰビル２Ｆ ②やすら

ぎの苑 中津 大阪市北区豊崎四丁目11番11号 ユーハイツ101 ③平成26年９

月１日 ④就労継続支援（Ｂ型） ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障が

い者・難病等対象者 ⑥2714100811 

①株式会社エタニティライフ 大阪市西成区玉出東一丁目13番９号 ②エタニ

ティサポート平野 大阪市平野区瓜破四丁目１番44号 カデンツァ瓜破106号 

 ③平成26年９月１日 ④居宅介護・重度訪問介護 ⑤身体障がい者・知的障

がい者・精神障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥2715802381 

①合同会社陽だまり 大阪市港区弁天三丁目16番20号 ②合同会社陽だまり 
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大阪市西区千代崎二丁目６番４号 ③平成26年９月１日 ④居宅介護・重度訪

問介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病等対

象者 ⑥2711800587 

①メディカル・ケア・サービス株式会社 埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁

目212番地３ ②愛の家訪問介護ステーション大阪京橋 大阪市都島区東野田町

一丁目16番５号 フレアコート京橋204号 ③平成26年９月１日 ④居宅介護

・重度訪問介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・

難病等対象者 ⑥2715200768 

①メディカル・ケア・サービス株式会社 埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁

目212番地３ ②愛の家訪問介護ステーションうぇいくあっぷ 大阪市北区東

天満二丁目２番15号 第六新興ビル５階501－502号 ③平成26年９月１日 ④

居宅介護・重度訪問介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障

がい児・難病等対象者 ⑥2714100936 

①株式会社リリーベル 大阪市阿倍野区阿倍野元町14番３号 ②リリーベル介

護サービス 大阪市阿倍野区阿倍野元町14番３号 ③平成26年９月１日 ④居

宅介護・重度訪問介護・同行援護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障が

い者・障がい児・難病等対象者 ⑥2712300942 

①太陽不動産株式会社 大阪市平野区長吉長原西一丁目５番18号 ②友介護サ

ービスセンター 大阪市平野区長吉出戸四丁目３番３号 ③平成26年９月１日 

④居宅介護・重度訪問介護・同行援護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精

神障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥2715802399 

①村上孝建設株式会社 大阪市西成区津守三丁目４番13号 ②ヘルパーステー

ション津守 大阪市西成区津守三丁目４番13号 ③平成26年９月１日 ④居宅

介護・重度訪問介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい

児・難病等対象者 ⑥2713302590 

①株式会社りあんサポート 大阪市浪速区難波中三丁目16番11号 ②りあんサ

ポート 大阪市浪速区難波中三丁目16番11号 ③平成26年９月１日 ④居宅介

護・重度訪問介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児

・難病等対象者 ⑥2714300718  

①合同会社たから 大阪市東住吉区矢田一丁目３番15号 ②ヘルパーステーシ

ョンオリビア 大阪市東住吉区矢田一丁目３番15号 ③平成26年９月１日 ④

居宅介護・重度訪問介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障

がい児・難病等対象者 ⑥2710801560 

①ケアセンターまごころ株式会社 大阪市西淀川区大和田五丁目10番９号 ②

ケアセンターまごころ 大阪市西淀川区大和田五丁目10番９号 ③平成26年９

月１日 ④居宅介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者 ⑥2711000667 

①株式会社介護ステーション 大阪市西成区玉出西一丁目３番27号 ②いろど

り 大阪市西成区玉出西一丁目３番27号 ③平成26年９月１日 ④居宅介護・

重度訪問介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難

病等対象者 ⑥2713302608 
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①株式会社ふうび 大阪市生野区田島三丁目１番28号 ②ふうびケアサービス 

 大阪市生野区田島三丁目１番17号 ③平成26年９月１日 ④居宅介護・重度

訪問介護・同行援護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい

児・難病等対象者 ⑥2712201710 

①フロムハート大阪株式会社 大阪市城東区野江三丁目11番６号 ②フロムハ

ートケアステーション 大阪市東住吉区今川四丁目21番15号 エミール今川302

号 ③平成26年９月１日 ④居宅介護・重度訪問介護・同行援護 ⑤身体障が

い者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥2710801578 

①株式会社コスモスプランニング 大阪市北区天神橋六丁目５番７号 ②コス

モスプランニングヘルパーステーション 大阪市北区天神橋六丁目５番31号 

コーポ井上101号室 ③平成26年９月１日 ④居宅介護・重度訪問介護・同行

援護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病等対象

者 ⑥2714100944 

①スターマインド株式会社 大阪市生野区生野西一丁目５番９号 ②ライフイ

ズケア 大阪市生野区生野西一丁目５番９号 ③平成26年９月１日 ④居宅介

護・重度訪問介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児

・難病等対象者 ⑥2712201728 

①株式会社西日本企業開発 大阪市生野区西三丁目19番22号 ②ケアサービ

ス常楽園 大阪市生野区西四丁目９番４号 ③平成26年９月１日 ④居宅介

護・重度訪問介護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児

・難病等対象者 ⑥2712201736 

①エージェントラボ株式会社 大阪市淀川区十三東一丁目11番28号 光第８ビ

ル２Ｆ ②Ｊｅｗｅｌ Ｂｏｘ 大阪市淀川区十三東一丁目11番28号 光第８

ビル２階Ａ ③平成26年９月１日  ④就労継続支援（Ａ型） ⑤身体障がい者

・知的障がい者・精神障がい者・難病等対象者 ⑥2719101210 

①株式会社きびもく 大阪市中央区淡路町二丁目５番11号 小西酒店ビル ②

ＧＩＶＥ＆ＧＩＦＴ 大阪市中央区淡路町二丁目５番11号 小西酒店ビル１階

・２階・５階 ③平成26年９月１日 ④就労継続支援（Ｂ型） ⑤身体障がい

者・知的障がい者・精神障がい者 ⑥2719400836 

①ＮＰＯ法人ユートピアにし 大阪市西区九条南一丁目11番22号 ②グループ

ホームにし 大阪市大正区小林西一丁目５番２号 ③平成26年９月１日 ④共

同生活援助 ⑤身体障がい者・知的障がい者 ⑥2722700057 

①ＮＰＯ法人ユートピアにし 大阪市西区九条南一丁目11番22号 ②グループ

ホームにし 大阪市大正区小林西一丁目５番２号 ③平成26年９月１日 ④短

期入所 ⑤身体障がい者・知的障がい者 ⑥2712700596 

①特定非営利活動法人ビハーラ２１ 大阪市平野区喜連一丁目６番36号 ②ワ

ークスビハーラ２１あかんのん 大阪市旭区清水四丁目３番17号 Ｋ’ｓコー

ト清水 ③平成26年９月１日 ④就労継続支援（Ｂ型） ⑤身体障がい者・知

的障がい者・精神障がい者・難病等対象者 ⑥2713100986 

①一般社団法人ＦＡＩＴＨワークサポート 大阪市淀川区本三丁目13番16号 
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②ＦＡＩＴＨワークサポート 大阪市中央区南船場二丁目６番10号 ツチノ

ビル401号室 ③平成26年９月１日 ④就労移行支援（一般型）・就労継続支

援（Ａ型） ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・難病等対象者 

⑥2719400828 

    （福祉局障がい者施策部運営指導課） 

 

 

 

大阪市告示第1383号   

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第123号）第46条第２項の規定による指定障害福祉サービス事業の廃止の届

出を次の者より受理したので、同法第51条の規定により告示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

①主たる事務所の名称及び所在地 ②事業所の名称及び所在地 ③廃止年月日 

④サービスの種類 ⑤主たる対象者 ⑥事業所番号 

①社会福祉法人はなきりん会 大阪市中央区上汐二丁目２番15号 ②あゆみ 

大阪市中央区上汐二丁目２番15号 ③平成26年７月31日 ④生活介護 ⑤知的

障がい者 ⑥2719400513 

①社会福祉法人慶生会 大阪市生野区東四丁目11番10号 ②瑞光苑ホームヘ

ルプサービス 大阪市生野区小路三丁目17番10号 ③平成26年８月31日 ④同

行援護 ⑤身体障がい者 ⑥2712200126 

①社会福祉法人慶生会 大阪市生野区東四丁目11番10号 ②大池橋ヘルパー

ステーション 大阪市生野区中川六丁目９番29号 ③平成26年８月31日 ④同

行援護 ⑤身体障がい者・障がい児 ⑥2712200134 

①株式会社クロモン 大阪市中央区高津三丁目８番20号－101号 ②くろもん介

護センター 大阪市中央区高津三丁目８番20号 リバティパレス101号 ③平

成26年８月31日 ④同行援護 ⑤身体障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥ 

2719400463 

①株式会社ケアプランセンターあんしん倶楽部 大阪市港区磯路三丁目11番７

号 ②ケアプランセンターあんしん倶楽部 大阪市港区弁天四丁目12番10号 

③平成26年８月31日 ④同行援護 ⑤身体障がい者・障がい児 ⑥2710400025 

①株式会社さち介護センター 大阪市西区本田三丁目２番１号 ②ライフケア

きずな 大阪市西区安治川二丁目１番27号 ③平成26年８月31日 ④同行援護 

 ⑤身体障がい者・障がい児 ⑥2711800363 

①株式会社夢空間 大阪市住之江区御崎六丁目１番３号 タカラビル２階 ②

ヘルパーステーション夢空間 大阪市住之江区御崎六丁目１番３号 タカラビ

ル３階２号室 ③平成26年８月31日 ④居宅介護・重度訪問介護・同行援護 

⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥

2715900896 
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①有限会社サクセスタイム 大阪市都島区御幸町二丁目５番１号 ②グレイス

スワン 大阪市都島区御幸町二丁目５番１号 ３階 ③平成26年７月31日 ④

居宅介護・重度訪問介護・同行援護 ⑤身体障がい者・知的障がい者・精神障

がい者・障がい児 ⑥2715200404 

①有限会社プランニング富士 大阪市平野区長吉長原四丁目13番27号 ②エー

ル介護支援センター 大阪市平野区長吉長原四丁目13番27号 ③平成26年８月

31日 ④同行援護 ⑤身体障がい者・障がい児 ⑥2715800476 

①株式会社ケイトムイースト 大阪市城東区成育二丁目１番１号 堀ビル310 

②ケイトム障害者支援サービス 大阪市城東区成育二丁目１番１号 堀ビル310 

 ③平成26年８月31日 ④同行援護 ⑤身体障がい者・障がい児・難病等対象

者 ⑥2714401011 

①株式会社レインボー 大阪市旭区清水四丁目３番17号 ②訪問介護ステーシ

ョンレインボー 大阪市旭区清水四丁目３番17号 Ｋ’ｓコート清水１Ｆ ③

平成26年７月31日 ④居宅介護・重度訪問介護・同行援護 ⑤身体障がい者・

知的障がい者・精神障がい者 ⑥2713100861 

①Ｍ－Ｒ株式会社 大阪市住吉区長居東一丁目22番17号 ②あいあいケアステ

ーション 大阪市住吉区長居東一丁目22番17号 ③平成26年７月31日 ④同行

援護 ⑤身体障がい者・障がい児 ⑥2712001243 

①株式会社エルテック 大阪市浪速区敷津東一丁目４番17号 ②介護センター

エル 大阪市浪速区敷津東一丁目４番17号 ③平成26年８月31日 ④同行援護 

⑤身体障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥2714300635 

①株式会社ツジモト 大阪市西成区花園北二丁目８番２号 和伸ビル101号 

②ホームヘルプセンターあんたく 大阪市西成区花園北二丁目８番２号 和伸

ビル101号 ③平成26年７月31日 ④居宅介護・重度訪問介護・同行援護 ⑤

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病等対象者 ⑥ 

2713302434 

    （福祉局障がい者施策部運営指導課） 

 

 

 

大阪市告示第1384号 

 平林四号池東地区土地区画整理事業の事業計画変更認可申請があったため、

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第51条の10第２項において準用する

同法第51条の８第１項の規定により、当該事業計画の変更にかかる事項を公衆

の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第３条の

規定により次のとおり公告する。 

 なお、当該事業計画の変更にかかる事項について意見のある利害関係者は、

平成26年11月13日までに大阪市長に意見書を提出することができる。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  
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１ 縦覧期間 

  平成26年10月17日から同月30日まで 

２ 縦覧時間 

  午前９時から午後０時15分まで及び午後１時から午後５時30分まで 

３ 縦覧場所 

  大阪市北区中之島１丁目３番20号 大阪市役所７階 

  都市整備局企画部区画整理課 

  （土曜日、日曜日及び祝日は庁舎内駐車場を閉鎖していますので、当該駐

車場の利用はできません。公共交通機関をご利用ください。） 

（都市整備局企画部区画整理課） 

 

 

 

大阪市告示第1385号 

 平成25年大阪市告示第307号（道路法に基づく道路と駅前広場の効用を兼ね

る施設の管理に係る道路管理者と鉄道事業者が締結した協定の内容）で告示し

た内容について、管理区分の変更が生じたため次のとおりその内容を告示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

 第３条の「兼用工作物の管理は道路管理者が行う。但し、照明灯、配電盤及

びその関連施設の管理は鉄道事業者が行う。」を「兼用工作物の管理は道路管

理者が行う。」に改める。 

（建設局管理部路政課） 

 

 

 

大阪市告示第1386号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第71条第３項の規定により、次のとおり公

告する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

 次の道路上にある物件（現場において除却勧告書をはっている物件）は、道

路法第43条の規定に違反するので、平成26年10月31日までに除却されたい。 

その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した

者が除却する。 
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路 線 名 除 却 実 施 場 所 物 件 

大 阪 和 泉 泉 南 線 天 王 寺 区 生 玉 町 ４ 丁 目 １ 番 先 台 車 、 布 団 等 

城 北 矢 田 線 生 野 区 生 野 西 ４ 丁 目 2 1 番 先 照  明  灯 

築 港 深 江 線 西 区 阿 波 座 ２ 丁 目 ２ 番 先 カラーコーン等 

（建設局管理部路政課） 

 

 

 

大阪市告示第1387号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように

市道の区域を変更する。 

 その関係図面は、大阪市建設局において告示の日から30日間一般の縦覧に供

する｡ 

  平成26年10月17日 

                     大阪市長  橋 下   徹  

路 線 名 区       間 

 旧 

 新 

 別 

敷 地 の 

 

幅   員 

敷 地 の 

 

延   長 

東 住 吉 区

第1798号線

 

東住吉区駒川１丁目 

28番の７地先から

同  区同 １丁目 

30番の１地先まで

（参考図参照）

旧

   ｍ

6.0 

 

        ｍ 

7.0 

 

新

 

7.2 

 

7.0 

 

（建設局管理部管理課） 

 

 

 

大阪市告示第1388号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のように

市道の供用を開始する。 

 その関係図面は、大阪市建設局において告示の日から30日間一般の縦覧に供

する｡ 

  平成26年10月17日 

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

18



 

 

 

 

 

                   大阪市長  橋 下   徹  

路 線 名 区     間 供用開始の期日 

東 住 吉 区

第1798号線

東住吉区駒川１丁目 

28番の７地先から

同  区同 １丁目 

30番の１地先まで

（参考図参照）

告 示 の 日 
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（建設局管理部管理課） 

 

 

 

大阪市告示第1389号 

 次の金融機関の店舗について、大阪市収納代理金融機関及び大阪市収納取扱

金融機関の店舗の追加指定の決定をしたので、地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号）第168条第８項及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）

第22条の２第３項の規定に基づき告示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

（会計室会計管理担当） 

 

 

 

大阪市告示第1390号 

 次の金融機関の店舗について、大阪市収納代理金融機関及び大阪市収納取扱

金融機関の店舗の追加指定の決定をしたので、地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号）第168条第８項及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）

第22条の２第３項の規定に基づき告示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

（会計室会計管理担当） 

 

 

 

大阪市告示第1391号 

 次の施設について、大阪市コミュニティ振興施設条例（昭和40年大阪市条例

第50号）第４条第２項の規定に基づき、次のとおり臨時休館について承認した

ので、同条第３項の規定に基づき告示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

金融機関名 店舗名 所在地 指定日 

紀陽銀行 富田林支店 

〒586-0023 

大阪府河内長野市野作町３番53号

紀陽銀行 河内長野支店２階 

平成26年 

10月29日 

金融機関名 店舗名 所在地 指定日 

永和信用金庫 うめきた支店
〒531-0076 

大阪市北区大淀中２丁目８番12号

平成26年 

11月25日 
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施設名 月 日 

大阪市立住之江会館 平成26年10月27日（月） 

（住之江区役所政策推進室） 

 

 

 

大阪市告示第1392号 

 一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋  下   徹  

１ 担当 

  〒550-8566  大阪市西区九条南１丁目12番54号 

        大阪市消防局総務部総務課（調達） 

        電話  06-4393-6050 

２ 入札に付する事項 

 (1) 役務の名称及び数量 

   自主防災指導業務委託 長期継続 一式 

 (2) 役務の特質等  入札説明書による。 

 (3) 履行期間  平成27年４月１日から平成30年３月31日まで 

 (4)  履行場所  大阪市内全域 

 (5)  本件業務の入札は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第３項

及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１項及

び第２項の規定による低入札価格調査制度を併用した総合評価一般競争入

札を適用する。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、そ

の資格を認められた者は入札に参加することができる。 

 (1) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること 

 (2) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置（以下「停止措置」

という。）を受けていないこと 

 (3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けてい

ないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと 

 (4)  平成25・26年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「13 その他

代行 09研修」または「13 その他代行 18災害対策」または「13 その

他代行 26その他」で登録していること 

４  入札説明書等の交付場所等 

 (1)  入札説明書等の交付場所及び当該入札に関する問合せ先 

   上記「１ 担当」に同じ 

 (2)  入札説明書等の交付方法 

   公告の日から平成26年11月14日（金）までの毎日（大阪市の休日を定め
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る条例（平成３年大阪市条例第42号）第１条に掲げる本市の休日（以下

「休日」という。）を除く。）午前９時から午後５時30分までの間（ただ

し、午後０時15分から午後１時までを除く。）上記１及び大阪市ホームペー

ジ 

(http://www.city.osaka.lg.jp/templates/gyomuitaku_nyusatsuanken/26

-Curr.html）において無償により交付する。 

 (3) 入札参加申請書等の受付期間 

公告の日から平成26年11月14日（金）午後５時30分までの間（ただし、

午後０時15分から午後１時までの間及び本市の休日を除く。） 

 (4) 入札参加申請書等の受付場所 

   入札説明書による。 

５ 契約条項を示す場所 

  上記「１ 担当」に同じ 

６ 入札手続等 

  本入札は、地方自治法施行令第167条の10の２に規定する総合評価一般競

争入札により行うので、入札者は入札説明書に基づき、本業務に関する入札

書及び総合評価に関する企画提案書等関係書類を提出すること 

 (1) 入札執行の日時及び場所 

  ア  入札書受付日時 平成27年１月13日（火）午前10時30分から午前11時

まで 

  イ  入札執行場所  大阪市消防局庁舎 ３階入札室 

            〒550-8566 大阪市西区九条南１丁目12番54号 

    ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規

則」という。）第25条第２項に規定する郵便等による入札の場合は、入

札日前日の午後５時30分までに上記「１ 担当」に必着のこと 

 (2) 入札保証金等 

  ア 入札保証金  免除（見積った契約希望金額の100分の３以上） 

    ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額（入札

書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金

額（長期継続契約にあっては、落札を１年当たりの額に換算した額））

の100分の３に相当する違約金を徴収する。 

  イ 契約保証金  要 

    ただし、大阪市契約規則第37条第１項第１号又は第３号に該当する場

合は、契約保証金を免除する。 

  ウ 保証人  不要 

 (3) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

 (4) 契約書作成の要否  要 

 (5) 落札者の決定方法 

   本業務にとって最適な事業者を選定するため、６(6)の落札者決定基準

により、落札者を決定する。 
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   予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、評価の結果、

総得点が最も高い者を落札候補者とする。評価にあたっては、学識経験者

の意見を踏まえたうえで、公平かつ客観的に行うものとする。なお、総得

点の最も高い者が複数存在する場合、６(6)の落札者決定基準の「技術的

評価」の得点が最も高い者を落札候補者とし、「技術的評価」においても

得点の最も高い者が複数存在する場合は、くじにより落札候補者を決定す

る。 

   くじ対象者がくじを引かない場合は、当該入札事務に関係のない職員を

して代ってくじを引かせることができる。 

   ただし、落札候補者の入札金額が、低入札価格調査制度に基づいて決定

される低入札価格調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を行う。 

 (6)  落札者決定基準 

  ア 評価にあたっては、100点の範囲内で配点を行い、総得点の最も高い

入札者を落札候補者とする。 

  イ 評価を「価格評価」及び「技術的評価」に区分し、その配点をそれぞれ

50点、50点とする。 

  ウ 「技術的評価」については、「基本的な考え方」、「履行体制」、「事

業者の経験」、「業務従事者の資格及び経験」及び「研修体制」に区分

して評価し、その配点をそれぞれ８点、16点、４点、16点、６点とする。 

・「履行体制」については、「業務実施計画について」及び「危機管理

対策について」に区分して評価し、その配点をそれぞれ10点、６点と

する。 

・「業務従事者の資格及び経験」については、「資格取得状況につい

て」及び「業務経験について」に区分して評価し、その配点をそれぞ

れ４点、12点とする。 

エ  本基準の詳細は、入札説明書による。 

７ 入札の無効 

 (1) 大阪市契約規則第28条第１項の規定に該当する入札 

 (2) 本市が配付した入札書を用いないでした入札 

 (3) 低入札価格調査適用案件において、提出期限までに、低入札価格調査根

拠資料を提出しなかった調査基準価格を下回る価格の入札 

 (4)  申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 

 (5) 落札決定までの間に停止措置を受けた者又は大阪市契約関係暴力団排除

措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者がした入札 

８ その他 

 (1)  契約の締結は、平成27年度予算が発効したときとする。 

 (2)  落札決定後、契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置

要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないもの

とする。 

 (3)  契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排
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除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 (4) この契約は地方自治法施行令第167条の17に該当する長期継続契約案件

である。 

 (5)  詳細は、入札説明書による。 

（消防局総務部総務課） 

 

 

 

大阪市告示第1393号 

 一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 担当 

  〒550-8566  大阪市西区九条南１丁目12番54号 

        大阪市消防局総務部総務課（調達） 

        電話  06-4393-6052 

２  入札に付する事項 

 (1) 役務の名称及び数量 

   消防訓練指導業務委託 長期継続 一式 

 (2) 役務の特質等  入札説明書による。 

 (3) 履行期間  平成27年４月１日から平成30年３月31日まで 

 (4) 履行場所  大阪市内全域 

 (5) 本件業務の入札は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第３項

及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１項及

び第２項の規定による低入札価格調査制度を併用した総合評価一般競争入

札を適用する。 

３ 入札参加資格 

次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、そ

の資格を認められた者は入札に参加することができる。 

 (1) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること 

 (2) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置（以下「停止措置」

という。）を受けていないこと 

 (3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けてい

ないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと 

 (4) 平成25・26年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「13 その他

代行 09研修」または「13 その他代行 18災害対策」または「13 その

他代行 26その他」で登録していること 

４  入札説明書等の交付場所等 

 (1)  入札説明書等の交付場所及び当該入札に関する問合せ先 

   上記「１ 担当」に同じ 

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

24



 

 

 

 

 

 (2)  入札説明書等の交付方法 

   公告の日から平成26年11月14日（金）までの毎日（大阪市の休日を定め

る条例（平成３年大阪市条例第42号）第１条に掲げる本市の休日（以下

「休日」という。）を除く。）午前９時から午後５時30分までの間（ただ

し、午後０時15分から午後１時までを除く。）上記１及び大阪市ホームペー

ジ 

(http://www.city.osaka.lg.jp/templates/gyomuitaku_nyusatsuanken/26- 

Curr.html）において無償により交付する。 

 (3) 入札参加申請書等の受付期間 

   公告の日から平成26年11月14日（金）午後５時30分までの間（ただし、

午後０時15分から午後１時までの間及び本市の休日を除く。） 

 (4) 入札参加申請書等の受付場所 

   入札説明書による。 

５ 契約条項を示す場所 

  上記「１ 担当」に同じ 

６  入札手続等 

  本入札は、地方自治法施行令第167条の10の２に規定する総合評価一般競

争入札により行うので、入札者は入札説明書に基づき、本業務に関する入札

書及び総合評価に関する企画提案書等関係書類を提出すること 

 (1) 入札執行の日時及び場所 

  ア  入札書受付日時 平成27年１月13日（火）午後１時30分から午後２時

まで 

  イ  入札執行場所  大阪市消防局庁舎 ３階入札室 

            〒550-8566  大阪市西区九条南１丁目12番54号 

    ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規

則」という。）第25条第２項に規定する郵便等による入札の場合は、入

札日前日の午後５時30分までに上記「１ 担当」に必着のこと 

 (2) 入札保証金等 

  ア 入札保証金  免除（見積った契約希望金額の100分の３以上） 

    ただし、正当な理由が無く契約を締結しないときは、落札金額（入札

書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金

額（長期継続契約にあっては、落札を１年当たりの額に換算した額）の

100分の３に相当する違約金を徴収する。 

  イ 契約保証金  要 

    ただし、契約規則第37条第１項第１号又は第３号の規定に該当する場

合は免除する。 

  ウ 保証人  不要 

 (3) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

 (4) 契約書作成の要否  要 

 (5) 落札者の決定方法 
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   本業務にとって最適な事業者を選定するため、６(6)の落札者決定基準

により、落札者を決定する。 

   予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、評価の結果、

総得点が最も高い者を落札候補者とする。評価にあたっては、学識経験者

の意見を踏まえたうえで、公平かつ客観的に行うものとする。なお、総得

点の最も高い者が複数存在する場合、６(6)の落札者決定基準の「技術的

評価」の得点が最も高い者を落札候補者とし、「技術的評価」においても

得点の最も高い者が複数存在する場合は、くじにより落札候補者を決定す

る。 

   くじ対象者がくじを引かない場合は、当該入札事務に関係のない職員を

して代ってくじを引かせることができる。 

   ただし、落札候補者の入札金額が、低入札価格調査制度に基づいて決定

される低入札価格調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を行う。 

 (6) 落札者決定基準 

  ア 評価にあたっては、100点の範囲内で配点を行い、総得点の最も高い

入札者を落札候補者とする。 

  イ 評価を「価格評価」及び「技術的評価」に区分し、その配点をそれぞ

れ50点、50点とする。 

  ウ 「技術的評価」については、「基本的な考え方」、「履行体制」、「事

業者の経験」、「業務従事者の資格及び経験」及び「研修体制」に区分

して評価し、その配点をそれぞれ８点、16点、４点、16点、６点とする。 

・「履行体制」については、「業務実施計画について」及び「危機管理

対策について」に区分して評価し、その配点をそれぞれ10点、６点と

する。 

・「業務従事者の資格及び経験」については、「資格取得状況につい

て」及び「業務経験について」に区分して評価し、その配点をそれぞ

れ４点、12点とする。 

  エ  本基準の詳細は、入札説明書による。 

７ 入札の無効 

 (1) 契約規則第28条第１項の規定に該当する入札 

 (2) 本市が配付した入札書を用いないでした入札 

 (3) 低入札価格調査適用案件において、提出期限までに、低入札価格調査根

拠資料を提出しなかった調査基準を下回る価格の入札 

 (4)  申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 

 (5)  落札決定までの間に停止措置を受けた者又は大阪市契約関係暴力団排除

措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者がした入札 

８ その他 

 (1)  契約の締結は、平成27年度予算が発効したときとする。 

 (2)  落札決定後、契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置

要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないもの
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とする。 

 (3)  契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排

除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 (4) この契約は、地方自治法施行令第167条の17に該当する長期継続契約案

件である。 

 (5)  詳細は、入札説明書による。 

（消防局総務部総務課） 

 

 

 

大阪市告示第1394号 

 一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 担当 

  〒550-8566  大阪市西区九条南１丁目12番54号 

        大阪市消防局総務部総務課（調達） 

        電話  06-4393-6051 

２  入札に付する事項 

 (1) 役務の名称及び数量 

防災実技講習業務委託 一式 

 (2)  役務の特質等  入札説明書による。 

 (3)  履行期間  平成27年４月１日から平成28年３月31日まで 

 (4)  履行場所  大阪市高度専門教育訓練センター 

 (5)  本件業務の入札は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第３項

及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１項及

び第２項の規定による低入札価格調査制度を併用した総合評価一般競争入

札を適用する。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、そ

の資格を認められた者は入札に参加することができる。 

 (1)  地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること 

 (2)  大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置（以下「停止措置」

という。）を受けていないこと 

 (3)  大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けてい

ないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと 

 (4)  平成25・26年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「13 その他

代行 09研修」または「13 その他代行 18災害対策」または「13 その

他代行 26その他」で登録していること 

４  入札説明書等の交付場所等 
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 (1)  入札説明書等の交付場所及び当該入札に関する問合せ先 

   上記「１ 担当」に同じ 

 (2)  入札説明書等の交付方法 

   公告の日から平成26年11月14日（金）までの毎日（大阪市の休日を定め

る条例（平成３年大阪市条例第42号）第１条に掲げる本市の休日（以下

「休日」という。）を除く。）午前９時から午後５時30分までの間（ただ

し、午後０時15分から午後１時までを除く。）上記１及び大阪市ホームペー

ジ 

(http://www.city.osaka.lg.jp/templates/gyomuitaku_nyusatsuanken

/26-Curr.html)において無償により交付する。 

 (3) 入札参加申請書等の受付期間 

   公告の日から平成26年11月14日（金）午後５時30分までの間（ただし、

午後０時15分から午後１時までの間及び本市の休日を除く。） 

 (4) 入札参加申請書等の受付場所 

   入札説明書による。 

５ 契約条項を示す場所 

  上記「１ 担当」に同じ 

６  入札手続等 

  本入札は、地方自治法施行令第167条の10の２に規定する総合評価一般競

争入札により行うので、入札者は入札説明書に基づき、本業務に関する入札

書及び総合評価に関する企画提案書等関係書類を提出すること 

 (1) 入札執行の日時及び場所 

  ア  入札書受付日時 平成27年１月14日（水）午前10時30分から午前11時

まで 

  イ  入札執行場所  大阪市消防局庁舎 ３階入札室 

            〒550-8566  大阪市西区九条南１丁目12番54号 

    ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規

則」という。）第25条第２項に規定する郵便等による入札の場合は、入

札日前日の午後５時30分までに上記「１ 担当」に必着のこと 

 (2) 入札保証金等 

  ア 入札保証金  免除（見積もった契約金額の100分の３以上） 

    ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額（入札

書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金

額）の100分の３に相当する違約金を徴収する。 

  イ 契約保証金  要 

    ただし、大阪市契約規則第37条第１項第１号又は第３号に該当する場

合は、契約保証金を免除する。 

  ウ 保証人  不要 

 (3) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

 (4) 契約書作成の要否  要 
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 (5) 落札者の決定方法 

   本業務にとって最適な事業者を選定するため、６(6)の落札者決定基準

により、落札者を決定する。 

   予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、評価の結果、

総得点が最も高い者を落札候補者とする。評価にあたっては、学識経験者

の意見を踏まえたうえで、公平かつ客観的に行うものとする。なお、総得

点の最も高い者が複数存在する場合、６(6)の落札者決定基準の「技術的

評価」の得点が最も高い者を落札候補者とし、「技術的評価」においても

得点の最も高い者が複数存在する場合は、くじにより落札候補者を決定す

る。 

くじ対象者がくじを引かない場合は、当該入札事務に関係のない職員を

して代ってくじを引かせることができる。 

ただし、落札候補者の入札金額が、低入札価格調査制度に基づいて決定

される低入札価格調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を行う。 

 (6)  落札者決定基準 

  ア 評価にあたっては、100点の範囲内で配点を行い、総得点の最も高い

入札者を落札候補者とする。 

  イ 評価を「価格評価」及び「技術的評価」に区分し、その配点をそれぞ

れ50点、50点とする。 

  ウ 「技術的評価」については、「基本的な考え方」、「履行体制」、「事

業者の経験」、「業務従事者の資格及び経験」及び「研修体制」に区分

して評価し、その配点をそれぞれ８点、16点、４点、16点、６点とする。 

・「履行体制」については、「業務実施計画について」及び「危機管理

対策について」に区分して評価し、その配点をそれぞれ10点、６点と

する。 

・「業務従事者の資格及び経験」については、「資格取得状況につい

て」及び「業務経験について」に区分して評価し、その配点をそれぞ

れ４点、12点とする。 

  エ  本基準の詳細は、入札説明書による。 

７ 入札の無効 

 (1) 大阪市契約規則第28条第１項の規定に該当する入札 

 (2) 本市が配布した入札書を用いないでした入札 

 (3) 低入札価格調査適用案件において、提出期限までに、低入札価格調査根

拠資料を提出しなかった調査基準価格を下回る価格の入札 

 (4)  申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 

 (5)  落札決定までの間に停止措置を受けた者又は大阪市契約関係暴力団排除

措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者がした入札 

８ その他 

 (1)  契約の締結は、平成27年度予算が発効したときとする。 

 (2)  落札決定後、契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置
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要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないもの

とする。 

 (3)  契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排

除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

（消防局総務部総務課） 

 

 

 

大阪市告示第1395号 

 一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 担当 

  〒550-8566  大阪市西区九条南１丁目12番54号 

        大阪市消防局総務部総務課（調達） 

        電話  06-4393-6052 

２  入札に付する事項 

 (1) 役務の名称及び数量 

   応急手当普及啓発業務委託 長期継続 一式 

 (2)  役務の特質等  入札説明書による。 

 (3)  履行期間  平成27年４月１日から平成30年３月31日まで 

 (4)  履行場所  大阪市内各消防署本署、その他当局が指定する場所 

 (5)  本件業務の入札は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第３項

及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１項及

び第２項の規定による低入札価格調査制度を併用した総合評価一般競争入

札を適用する。 

３ 入札参加資格 

次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、そ

の資格を認められた者は入札に参加することができる。 

 (1) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること 

 (2) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置（以下「停止措置」

という。）を受けていないこと 

 (3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けてい

ないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと 

 (4)  平成25・26年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「13 その他

代行 09 研修」または「13 その他代行 26その他」で登録していること 

４  入札説明書等の交付場所等 

 (1)  入札説明書等の交付場所及び当該入札に関する問合せ先 

上記「１ 担当」に同じ 
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 (2)  入札説明書等の交付方法 

公告の日から平成26年11月14日（金）までの毎日（大阪市の休日を定め

る条例（平成３年大阪市条例第42号）第１条に掲げる本市の休日（以下

「休日」という。）を除く。）午前９時から午後５時30分までの間（ただ

し、午後０時15分から午後１時までを除く。）上記１及び大阪市ホームペー

ジ 

(http://www.city.osaka.lg.jp/templates/gyomuitaku_nyusatsuanken/26-

Curr.html)において無償により交付する。 

 (3) 入札参加申請書等の受付期間 

公告の日から平成26年11月14日（金）午後５時30分までの間（ただし、

午後０時15分から午後１時までの間及び本市の休日を除く。） 

 (4) 入札参加申請書等の受付場所 

   入札説明書による。 

５ 契約条項を示す場所 

  上記「１ 担当」に同じ 

６  入札手続等 

  本入札は、地方自治法施行令第167条の10の２に規定する総合評価一般競

争入札により行うので、入札者は入札説明書に基づき、本業務に関する入札

書及び総合評価に関する企画提案書等関係書類を提出すること 

 (1) 入札執行の日時及び場所 

  ア  入札書受付日時 平成27年１月14日（水）午後１時30分から午後２時

まで 

  イ  入札執行場所  大阪市消防局庁舎 ３階入札室 

            〒550-8566  大阪市西区九条南１丁目12番54号 

    ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規

則」という。）第25条第２項に規定する郵便等による入札の場合は、入

札日前日の午後５時30分までに上記「１ 担当」に必着のこと 

 (2) 入札保証金等 

  ア 入札保証金  免除（見積もった契約希望金額の100分の３以上） 

    ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額（入札

書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金

額（長期継続契約にあっては、落札を１年当たりの額に換算した額）の

100分の３に相当する違約金を徴収する。 

  イ 契約保証金  要 

    ただし、契約規則第37条第１項第１号又は第３号に該当する場合は、

契約保証金を免除する。 

  ウ 保証人  不要 

 (3) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

 (4) 契約書作成の要否  要 

 (5) 落札者の決定方法 
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   本業務にとって最適な事業者を選定するため、６(6)の落札者決定基準

により、落札者を決定する。 

   予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、評価の結果、

総得点が最も高い者を落札候補者とする。評価にあたっては、学識経験者

の意見を踏まえたうえで、公平かつ客観的に行うものとする。なお、総得

点の最も高い者が複数存在する場合、６(6)の落札者決定基準の「技術的

評価」の得点が最も高い者を落札候補者とし、「技術的評価」においても

得点の最も高い者が複数存在する場合は、くじにより落札候補者を決定す

る。 

   くじ対象者がくじを引かない場合は、当該入札事務に関係のない職員を

して代ってくじを引かせることができる。 

   ただし、落札候補者の入札金額が、低入札価格調査制度に基づいて決定

される低入札価格調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を行う。 

 (6)  落札者決定基準 

  ア 評価にあたっては、100点の範囲内で配点を行い、総得点の最も高い

入札者を落札候補者とする。 

  イ 評価を「価格評価」及び「技術的評価」に区分し、その配点をそれぞ

れ50点、50点とする。 

  ウ 「技術的評価」については、「基本的な考え方」、「履行体制」、「事

業者の経験」、「業務従事者の資格及び経験」及び「研修体制」に区分

して評価し、その配点をそれぞれ８点、16点、４点、16点、６点とする。 

・「履行体制」については、「業務実施計画について」及び「危機管理

対策について」に区分して評価し、その配点をそれぞれ10点、６点と

する。 

・「業務従事者の資格及び経験」については、「資格及び配置状況につ

いて」及び「業務経験及び指導経験について」に区分して評価し、そ

の配点をそれぞれ10点、６点とする。 

  エ  本基準の詳細は、入札説明書による。 

７ 入札の無効 

 (1) 契約規則第28条第１項の規定に該当する入札 

 (2) 本市が配付した入札書を用いないでした入札 

 (3) 低入札価格調査適用案件において、提出期限までに、低入札価格調査根

拠資料を提出しなかった調査基準価格を下回る価格の入札 

 (4) 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 

 (5) 落札決定までの間に停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に

基づく入札等除外措置を受けた者がした入札 

８ その他 

 (1) 契約の締結は、平成27年度予算が発効したときとする。 

 (2) 落札決定後、契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置

要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないもの
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とする。 

 (3) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排

除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 (4) この契約は、地方自治法施行令第167条の17に該当する長期継続契約案

件である。 

 (5) 詳細は、入札説明書による。 

（消防局総務部総務課） 

 

 

 

大阪市告示第1396号 

 一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

                 大阪市長  橋 下   徹  

１ 担当部局 

  〒530-8201 大阪市北区中之島１丁目３番20号 

        大阪市教育委員会事務局総務部総務課（調達） 

           電話 06-6208-9078 

２ 入札に付する事項 

 (1) 長期借入物品及び数量 

   中央高等学校 情報教育用コンピュータ機器一式 

  （電子入札案件とする。） 

 (2) 長期借入物品の特質等 仕様書のとおり 

 (3) 借入期間 平成27年３月１日から平成32年２月29日まで 

 (4) 借入場所 仕様書のとおり 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、そ

の資格を認められた者は入札に参加することができる。 

なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本市入札参加

資格審査申請（以下「資格審査申請」という。）を契約管財局契約部契約課

物品契約グループに行えば当該審査を行う。 

  ただし、平成26年10月31日（金）までに資格審査申請を行わない場合は、

入札に参加することができない。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当し

ない者であること 

 (2) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと 

 (3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けてい

ないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと 

 (4) 平成25・26年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「12 賃貸：

02 事務用品賃貸：02 情報処理用機器(158)」で登録していること 
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 (5) 当該物品又はこれと類似する物品についての賃貸借契約の実績がある賃

貸業の者であること 

 (6) 仕様書記載の条件を満たす納入予定物品諸元書の提出ができること  

 (7) 機器の据付、接続及び調整が実施可能な体制が整備されていることを示

した書類の提出ができること 

 (8) 仕様書記載のインストール作業ができることを示した書類の提出ができ

ること 

 (9) 仕様書記載の要件を満たす納入予定物品に対するアフターサービス・メ

ンテナンス等の体制が整備されていることを示した書類の提出ができるこ

と 

４ 入札説明書の交付場所等 

 (1) 入札説明書等の交付場所、入札参加申請書の受付場所、契約条項を示す

場所及び当該入札に関する問い合わせ先 

   大阪市電子入札システム（以下「システム」という。）上及び担当部局  

（上記１に同じ） 

 (2) 入札説明書等の交付方法 

   公告の日から平成26年10月31日（金）まで無償により交付する。 

  ※ 紙入札者については、「１ 担当部局」において入札説明書等を平成

26年10月31日（金）午後５時まで無償にて交付する。 

（本市の休日及び午後０時15分から午後１時までの間を除く。） 

 (3) 入札参加申請書等の受付期間  

   公告の日から平成26年10月31日（金）午後５時まで（本市の休日及び午

後０時15分から午後１時までの間を除く。） 

 (4) 入札参加申請書等の受付場所 

入札説明書による。 

５ 入札執行の日時等 

 (1) 電子入札による場合 

  ① 入札書受付期間 

    平成26年12月11日（木）から同月12日（金）までの午前９時から午後

５時まで 

  ② 開札予定日時 

    平成26年12月15日（月）午前10時 

  ③ 場所 

    システム上とする。 

 (2) 紙入札による場合 

  ① 入札書受付期間 

    平成26年12月15日（月）午前９時45分から午前10時まで 

  ② 開札予定日時 

    平成26年12月15日（月）午前10時 

  ③ 場所 
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    大阪市教育委員会事務局入札室（上記１に同じ。） 

    ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規

則」という。）第25条第２項に規定する郵便等による入札の場合は、書

留郵便等配達の記録が残る方法により平成26年12月12日（金）午後５時

までに必着のこと 

６ 入札保証金等 

 (1) 入札保証金  免除 

 (2) 契約保証金  要 

   ただし、契約規則第37条第１項の規定に該当する場合は、免除する。 

 (3) 保証人  不要 

 (4) 契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

 (5) 契約書作成の要否  要 

 (6) 落札者の決定方法  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。 

７ 入札者に要求される事項 

   入札に参加を希望する者は、本公告に示した入札参加申請書等を平成26年

10月31日（金）午後５時までに受付場所に、持参または書留郵便等配達の記

録が残るものによる郵送により必着のこと。なお、当該書類に関し、本市よ

り説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 

  提出された証明書等の審査の結果によっては、入札に参加することができ

ない。 

８ 入札の無効 

  契約規則第28条第１項の規定に該当する入札は無効とする。 

  なお、開札後落札決定までに、入札参加申請者が大阪市競争入札参加停止

措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく

入札等除外措置を受けたときは、入札参加資格を有しない者のした入札とみ

なし無効とする。 

９ その他 

 (1) この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるもので

ある。 

 (2) 契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく

入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 

 (3) 本契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団

排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 (4) この調達は、地方自治法施行令第167条の17に該当する長期継続契約案

件である。 

 (5) 詳細は入札説明書による。 

10 Summary 

 (1) Nature and quantity of the products to be long term leased: 

Information Education computer suite for Osaka City Chuo senior 
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high school 

 (2) The closing date and time for the submission of application forms 

and attached documents for the qualification confirmation: 

    5:00PM, 31 October 2014 

 (3) The date and time for the submission of tenders: 

   1.  On the Osaka city Electronic Tender System: 

     from 9:00AM,11 December 2014 to 5:00PM,12 December 2014 

  2.  In person: from 9:45AM to 10:00AM, 15 December 2014 

  3.  By post ：5:00PM, 12 December 2014 

 (4) A contact point where tender documents are available: 

General Affairs Department, General Affairs Division, Board of 

Education, The City of Osaka 3-20, Nakanoshima 1-chome, Kita-ku, 

Osaka 530-8201, TEL06-6208-9078 

             （教育委員会事務局総務部総務課） 

 

 

 

大阪市（消）告示第33号 

 消防法（昭和23年法律第186号）第17条の４第１項の規定により命令を行っ

たので、同法第17条の４第３項の規定において準用する同法第５条第３項の規

定により、次のとおり告示する。 

  平成26年10月17日 

大阪市消防長  打 明 茂 樹  

１ 防火対象物の所在地 

  大阪市中央区久太郎町３丁目４番15号 

２ 防火対象物の名称   

  小林孫商事株式会社 

３ 命令を受けた者の氏名 

  小林 右宜 

４ 命令事項   

 (1) 平成26年10月31日までに、各階に消火器を設置すること 

 (2) 平成26年10月31日までに、避難口誘導灯を設置すること 

 (3) 平成26年10月31日までに、階段通路誘導灯を設置すること 

５ 命令年月日    

  平成26年９月30日 

（消防局予防部予防課） 

 

 

 

大阪市監査委員告示第43号 
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 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、監査の結

果に基づき措置を講じた旨通知があったので、同項の規定により次のとおり公

表する。 

  平成26年10月17日 

大阪市監査委員 貴 納 順 二  

同       阪 井 千鶴子  

同       石 原 信 幸  

同       松 崎  孔   

監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の公表 

１  通知を行った者の氏名 

  大阪市長  橋下 徹 

  大阪市教育委員会委員長  大森 不二雄 

２ 通知を受けた日及び講じた措置の内容 

 

監査結果に関する措置状況報告書  

報 告 番 号：報告監19の第13号 

監 査 の 対 象：平成18年度随時監査等 貸付金等に係る事務（Ⅲ法人向貸付

金、Ⅳ法人向貸付金に関する意見 

所 管 所 属：建設局  

通知を受けた日：平成26年９月22日 

指摘

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１(1) 

ウ 

Ⅲ 法人向貸付金 

貸付金の回収に努める要のある

もの 

 大阪都市計画都市高速鉄道関

西本線今宮・湊町間連続立体交

差事業にかかわる社会資本整備

特別措置法に基づく無利子貸付

金（建設局162）は、株式会社

湊町開発センター（以下「ＭＤ

Ｃ」という。）に対して、平成

元年度から平成９年度にかけて

計112億1,627万円を貸し付けた

ものである。 

平成６年度から償還開始の

予定であったが、平成６年度及

び平成７年度の本貸付金に係る

償還は猶予し、さらに一部を除

いて平成14年度末まで償還猶予

株式会社湊町開発センタ

ー（以下この項において

「ＭＤＣ」という。）に対す

る償還については、経営再

建中であることから、毎年

償還計画の一部を繰り延べ

る契約変更を行ってきた。

平成25年11月１日付けでＭ

ＤＣから償還計画変更の依

頼があったため、償還計画

の抜本的な見直しについて

協議を行った結果、現在の

経営状況や公共施設・建物

の大規模修繕にかかる資金

確保の必要性を踏まえ、協

議に応じる必要があると判

断し平成26年８月13日付け

で契約変更を行った。 

措置済 
平成26年 

８月13日 
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を延長し、以降は、公共事業に

かかる負担として本市と西日本

旅客鉄道株式会社がＭＤＣに支

払う分担金をもとに償還するこ

ととした。 

平成15年度から平成17年度

においては毎年度当初契約の償

還年額７億4,773万円に対し、

年額１億5,581万円が償還され、

差額は繰延する契約変更を毎年

行っている。 

 今後は、早期完済に向け、経

営状況見込を踏まえつつ、繰延

分を含めた具体的な償還計画を

策定の上、変更契約を行い、貸

付金の回収に向け取り組まれた

い。 

ＭＤＣは平成16年２月12日

に特定調停が成立したが、本貸

付金の弁済方法については、別

途協議の取扱いとされている。

今後とも経営再建中であ

るＭＤＣの経営状況を注視

し、貸付金の回収に努める。

（平成26年８月13日措置済）

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監22の第21号 

監 査 の 対 象：平成21年度定期監査等 契約管財局管財部管財担当及び財産

活用担当所管事務 

所 管 所 属：契約管財局 

通知を受けた日：平成26年９月８日 

指摘

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

３(1) 

財産管理について 

財産の管理替等手続を要するも

の 

 普通財産として所管している

土地について、他の部局におい

て行政目的に供されているもの

が見受けられ、行政財産に財産

区分の変更を行うとともに、速

やかに関係部局と調整し、管理

替手続を行われたい。 

普通財産として所管して

いる土地について、現況が

公園あるいは道路として使

用されており、他の部局に

おいて行政目的に供されて

いるものについては、適切

な財産管理を実施するため、

関係部局と管理替について

の協議を行い、平成22年11

月１日に合意を得、管理替

措置済 
平成26年 

６月16日 
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 現状がコミュニティ用地とし

て使用されているにもかかわら

ず、貸付けあるいは使用承認手

続がなされていないもの２件に

ついて、注意されたい。 

にむけ調整を行った結果、

現況が公園として使用され

ているものについては、平

成23年11月17日に管理替が

完了している。 

（平成23年11月17日措置済）

現況がコミュニティ用地

として使用されているにも

かかわらず、使用承認手続

がなされていない１件につ

いては、平成23年４月１日

より、使用に際しての適正

な手続を行い、文書により

使用承認しているが、関係

局と調整した結果、引き続

きコミュニティ用地として

全体の範囲を必要とするこ

とから、平成25年度につい

ても継続使用承認すること

となった。 

（平成25年３月26日措置済）

鎮魂碑のある土地につい

ては、関係局と調整した結

果、平成26年度から地域コ

ミュニティ用地として港区

へ使用承認することとなっ

た。 

（平成26年３月31日措置済）

 現況が道路として使用さ

れているものについては、

建設局と協議が整ったた

め、平成26年６月16日に管

理替えを完了している。 

（平成26年６月16日措置済）

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監25の第19号 

監 査 の 対 象：平成24年度定期監査等 港湾局所管の土木、電気、機械及び

情報システムに係る工事等の施行状況及び施設の維持管理状

況 
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所 管 所 属：港湾局 

通知を受けた日：平成26年10月１日 

指摘

No. 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

7(4) 

産業廃棄物の適正な処分が確認

できなかったので注意するよう

求めたもの 

産業廃棄物の排出事業者は、

その産業廃棄物の運搬又は処分

を他人に委託する場合には、産

業廃棄物の種類及び数量等を記

載した産業廃棄物管理票を交付

し、当該運搬又は処分が終了し

たことを確認しなければならな

い。また、受注者等は、検査時

には管理票の写し及び産業廃棄

物の集計表を提出しなければな

らない。 

しかしながら、３件の業務

委託については、管理票の写し

等を受領していないものや、管

理票に記載しなければならない

産業廃棄物の数量が未記載であ

ったなど、管理票が適正に徴取

されておらず、検査においても

合格としていた。 

 今後は、業務委託及び請負工

事の監督や検査に際しては、産

業廃棄物が関係法令を遵守し適

正に処分されたことを確認する

よう厳に注意されたい。 

監督職員に対し、廃棄物

が関係法令を遵守し適正に

処分されたことを確認する

よう、平成25年２月25・27

日に業務委託の監督・検査

業務に関する研修会を実施

し、さらに平成25年５月21

日に工事担当への研修会、

平成25年５月24日に港湾施

設管理者の担当への研修会

を実施し、担当者への周知

を行った。 

また、平成25年度業務委

託の履行状況と主管担当に

よる検査状況を、検査総括

部署の工務担当が適宜確認

し、組織内のチェックを徹

底するとともに、関係する

担当職員による港湾局監督

・検査業務連絡会を、平成

25年６月21日、９月10日、

12月11日、及び平成26年４

月３日に実施し、業務委託

共通仕様書等に基づき、適

正な監督・検査を実施し、

業務委託の適正な履行の確

保を徹底した。 

さらに、少量の産業廃棄

物が生じる場合でも、適正

処理について確認できるよ

う、産業廃棄物処理報告様

式の内容の見直しを行った。

措置済 
平成26年

６月27日 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監25の第28号 

監 査 の 対 象：平成24年度随時監査等 水道事業及び工業用水道事業におけ
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る固定資産の管理及び運用状況 

所 管 所 属：水道局 

通知を受けた日：平成26年９月22日 

指摘

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１(1) 

台帳の整理について改善するよ

う求めたもの 

 台帳と財務会計システムとの

整合性が取れていないものや固

定資産の取得後に管理替や換地

処分等を行ったものについて、

台帳の取得年月日が管理替や換

地処分等を行った日に変更され

ているものなどが多数見受けら

れた。 

 また、管理替を行った際に固

定資産整理番号を変更せずに台

帳へ登録した結果、固定資産整

理番号が重複しているものが見

受けられた。 

 台帳は固定資産の管理を行う

うえで基本となるものであるの

で、正確に記載、管理するよう

改善されたい。 

台帳の取得年月日が実際

の取得年月日ではなく、管

理替や換地処分等を行った

日に変更されているものや、

管理替を行った際に固定資

産整理番号を変更せずに台

帳へ登録した結果、固定資

産整理番号が重複していた

ものについては、整理を図

った。 

（平成25年６月26日一部措

置済） 

 財務会計システムから出

力し、参考資料とともに保

管している紙の固定資産台

帳が、手入れ漏れ等により、

財務会計システムの内容と

の整合性がとれていなかっ

た件については、財務会計

システムから出力される固

定資産台帳の全件リスト

（所属別確認一覧表）を用

い、全紙台帳において、そ

の整合性の確認を行うこと

としていたが、事務の確実

性及び効率性のさらなる向

上の観点から、平成25年度

決算額確定後に固定資産台

帳を全件出力することに変

更し、平成26年８月1日に

出力を完了した。また、今

年度からは、固定資産台帳

の管理は参考資料を除き、

財務会計システム上のみで

行っている。 

措置済 
平成26年

８月１日 
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監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監25の第36号 

監 査 の 対 象：平成25年度出資団体監査 一般財団法人大阪市環境保健協会 

所 管 所 属：健康局 

通知を受けた日：平成26年９月18日 

指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１ 

公益法人会計基準に規定される

附属明細書を作成するよう改善

を求めたもの等 

 平成20年改正会計基準では附

属明細書（基本財産及び特定資

産の明細・引当金の明細）の作

成が求められているが、本法人

の平成24年度決算において附属

明細書が作成されていなかった

ので作成されたい。 

 また、会計基準の理解を深

め、作成された財務諸表等の

妥当性を確認する体制を構築さ

れたい。 

・平成25年度（旧法人：会

計年度 平成25年４月１日

～平成25年６月２日）の決

算書において作成を行った。

・決算チェックリスト[公

益法人の財務諸表等の様式

等に関するチェックリスト

（平成20年基準）を参照]

により、第三者による財務

諸表等の確認を平成25年度

決算処理より行った。さら

に、財務諸表等の確認結果

を監事により確認した。 

措置済 
平成26年

６月５日 

２ 

一年基準による貸借対照表項目

の表示区分を適切に行うよう改

善を求めたもの 

 貸借対照表上の流動負債・未

払金には、決算期末日から一年

をこえて支払の期限が到来する

本市との過年度の受託契約事業

に係る精算金（法人の資金事情

により年賦返済）500万円が計

上されているが、固定負債で計

上すべきであったので、一年基

準に対応した表示を行うよう改

められたい。 

・平成25年度（新法人：会

計年度 平成25年６月３日

～平成26年３月31日）の決

算書より一年基準に対応し

た表示を行った。 

措置済 
平成26年

６月５日 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監25の第39号 

監 査 の 対 象：平成25年度出資団体監査 大阪地下街株式会社 

所 管 所 属：建設局 

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

42



 

 

 

 

 

通知を受けた日：平成26年９月22日 

指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

３(1) 

賞与に係る法定福利費について

引当計上するよう改善を求めた

もの 

 発生主義に対応して賞与引当

金を計上する際には、賞与に対

応する法定福利費についても引

当計上することが求められるが、

引当対象の賞与に対応する法定

福利費の引当を行っていないた

め、発生事業年度の費用及び負

債が過小に計上され、それらが

翌事業年度に繰り越される状態

となっていたので、引当計上す

るよう改善されたい。 

・平成25年度決算以降、翌

期支給予定として引当対象

となる賞与に対応する法定

福利費についても引当計上

し、第58期定時株主総会に

おいて承認を受けた。 

措置済 
平成26年

６月19日 

３(2) 

前受金の計上について改善する

よう求めたもの 

 平成25年３月末決算時におい

て、平成25年４月、５月の賃料

収入等２億1,563万円について、

相手勘定を前受金として売掛金

を計上していたが、平成24年度

分として計上すべきではなかっ

たので改善されたい。 

・平成25年度決算以降、翌

期にかかる賃料収入を前受

金および売掛金の両建計上

せず、相殺して会計処理を

行い、第58期定時株主総会

において承認を受けた。 

措置済 
平成26年

６月19日 

３(3) 

損益計算書における収益と費用

の計上区分について改善するよ

う求めたもの 

 本市からの京橋地下道の道路

維持管理委託契約にかかる収入

1,087万5,037円を営業外収益と

する一方で対応する費用は営業

費用としていることから、収益

と費用が対応していなかったの

で、収益と費用を同じ区分で計

上するよう改善されたい。 

・平成25年度決算以降、京

橋地下道の道路維持管理契

約委託契約にかかる収入を

営業収益として計上し、第

58期定時株主総会において

承認を受けた。 措置済 
平成26年

６月19日 

３(4) 

計算書類の注記について改善す

るよう求めたもの 

 会社計算規則によれば、当該

・平成25年度以降、自己株

式の数を株主資本等変動計

算書に関する注記として記

措置済 
平成26年

６月19日 
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事業年度の末日における自己株

式の数を株主資本等変動計算書

に関する注記として記載するこ

ととされているが、本法人の第

57期（平成24年４月１日から平

成25年３月31日まで）の事業報

告書において、当該事項が記載

されていなかったので、記載す

るとともに経営者団体連合会が

開示している各種書類のひな型

との照合など、計算書類の適切

性を担保する決算手続きを行う

よう改善されたい。 

載し、第58期定時株主総会

において承認を受けた。 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第１号 

監 査 の 対 象：平成25年度定期監査等 水道局工務部水道工事センター所管

事務 

所 管 所 属：水道局 

通知を受けた日：平成26年９月22日 

指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

４ 

資産管理簿等の整備等について

改善するよう求めたもの 

 資産管理簿を使わずに資産台

帳のコピー（所属別確認一覧表）

と現物との実地照合を行ってい

たことが原因で、西部水道工事

センターでは、すでに現存しな

い資産を現存する資産として整

理していたものや、粉浜営業所

で管理すべき資産管理簿が誤っ

て粉浜分室の資産管理簿として

綴られていたもの、また、北部

水道工事センターでは、長期間

使用実績がなく今後も使用する

予定のない資産が見受けられた

ので、資産管理簿のあり方を精

査するとともに、規程の見直し

を含めて適切な実地照合等を行

・西部水道工事センターに

おいて、すでに現存しない

資産が現存する資産として

整理されていたとの指摘に

ついては、資産管理簿の閉

鎖処理を行った。 

・粉浜営業所で管理すべき

資産管理簿が誤って粉浜分

室の資産管理簿として綴ら

れていたとの指摘について

は、すでに除却済みの資産

にかかるものであったので

粉浜営業所において資産管

理簿の閉鎖処理を行った。

・北部水道工事センターに

おいて、長期間使用実績が

なく今後も使用する予定の

ない資産が見受けられたと

措置済 
平成26年

４月１日 
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うよう求めたもの及び不要資産

について除却処理を行うよう求

めたもの。 

の指摘のあった２件の資産

のうち、１件の資産（コン

プレッサー）については除

却処理を行っており、もう

１件の資産（旧詰所付属設

備給排水衛生ガス設備）に

ついては当該資産を含む解

体撤去工事（北部合同庁舎

整備工事）において解体撤

去予定であり、平成26年度

に撤去がずれ込む見込みで

あったが、実際には建物の

解体撤去工事に先行して当

該資産が撤去され、撤去に

ついての報告においてこの

事実が明らかになったこと

から除却処理を行った。 

・資産管理簿のあり方を精

査するとともに、規程の見

直しを含めて適切な実地照

合等を行うよう指摘のあっ

た件については、平成26年

３月31日に資産管理規程を

改正し、平成25年度末をも

って資産管理簿を廃止し、

平成26年４月１日からは新

財務会計システムにおいて

資産台帳をデータにて管理

することで、経理課及び資

産管理所管が同一の情報に

基づき資産管理事務を行っ

ており、適切に実地照合等

を行える手法に改めている。

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第４号 

監 査 の 対 象：平成25年度公の施設の指定管理者監査 一般財団法人大阪市

コミュニティ協会及び大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 

所 管 所 属：住吉区 

通知を受けた日：平成26年９月12日 
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指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

11 

雨漏りの修繕の請求とその記録

の作成について 

 住吉区民センターにおいて、

竣工後約４か月後に大ホール舞

台付近で雨漏りが発生しており、

これまでに、都市整備局を通じ

て施工業者による原因の調査と

その可能性のある部分の修繕が

行われているが、抜本的な解決

がされておらず、また、施工業

者との協議の詳細な記録が残さ

れていなかった。 

 住吉区民センターは完成後概

ね６年が経過しているが、工事

の設計図書では、屋上に施工さ

れた防水工事の保証期限は10年

とされている。 

 漏水の原因が防水工事による

ものであるかは確認はされてい

ないが、保証期限が10年である

ことを念頭に、都市整備局と協

議し原因の解明に努め、保証さ

れるべきものについては施工業

者に確実な対処を求められたい。

また、協議に際しては、文書に

よる申し入れや議事録を交わす

などの記録を残されたい。 

施工業者から寒冷期を避

けた補修計画（平成26年４

月７日から２週間）の提案

があり、工事完了報告書（別

紙）のとおり修繕は完了し

た。（本件については、都

市整備局も現時点で対応可

能な最善策であることを確

認している。） 

 経過の確認のため、梅雨

や台風の時期にモニタリン

グを実施した結果、漏水が

発生しなかったので措置済

とした。 措置済 
平成26年

９月12日 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第11号 

監 査 の 対 象：平成25年度出資団体監査 一般財団法人 大阪国際経済振興

センター 

所 管 所 属：経済戦略局 

通知を受けた日：平成26年９月30日 

指摘 

№ 
指摘の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１ 
監事の独立性について改善する

よう求めたもの 

・平成26年６月の評議員会

において、顧問税理士及び
措置済 

平成26年

６月27日 
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 本法人の監事２名は顧問税理

士と顧問弁護士であり、監事と

しての外観的独立性が損なわれ

るとともに、実質的にも監事の

監査が自己監査に陥るおそれも

あり、結果として監事監査報告

書の妥当性に疑義が生じるリス

クがあるので、監事としての関

与と顧問税理士または顧問弁護

士としての業務の区分について

改善するとともに、監事として

の業務執行の適正な対価が支払

われる制度への見直しを行われ

たい。 

顧問弁護士とは別の監事を

選任し、兼務を廃止した。

・同評議員会において、非

常勤監事の報酬を支払うこ

とができるよう規定変更を

行った。 

２ 

情報システムに関する規程等の

整備を求めたもの等 

 本法人では、情報セキュリテ

ィ規程及び要領は存在するもの

の、職員への周知がなく、情報

セキュリティ対策実施の定期的

な点検及び改善措置の検討も平

成17年度以降実施されておらず

、さらに、パスワード管理等の

詳細な運用が定められていなか

ったので、パスワード管理等の

詳細な要領等を整備し、職員等

への周知を行い適切な運用を行

うよう改善されたい。 

・平成26年２月に情報セキ

ュリティについての研修を

行い、情報セキュリティポ

リシーの周知とITリスクへ

の意識づけを実施した。 

・パスワード管理等の運用

を記載した情報システム管

理要領を作成し、平成26年

５月より情報セキュリティ

規程及び要領と併せてイン

トラネット上に掲示して全

職員へ周知した。 

・情報セキュリティ対策の

定期的な点検と改善措置を

検討する場として法人内部

に設置の「ネットワーク運

用管理協議会」第1回会議

を平成26年６月に開催した。

措置済 
平成26年

６月24日 

３ 

工事の施工の決定に係る決裁に

ついて改善するよう求めたもの

 常務理事の決裁を要する40万

円を超える工事案件について総

務課長の決裁をもって決定され

ているものが見受けられたので、

専決権限の範囲に基づいた適切

な決裁手続を経るよう改められ

・専決権限について、平成

25年度内に朝礼と課長会で

全職員に対し周知した。 

・平成26年４月１日以降の

起案文書について、決裁権

限を明記し、各部門長がチ

ェックし押印することを徹

底した。 

措置済 
平成26年

４月１日 
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たい。 

４ 

現金管理について改善するよう

求めたもの 

 本法人の経理規程によれば、

手持現金残高と金銭出納簿を毎

日照合しなければならないとさ

れているが、月末には実施して

いるものの、毎日は実施してい

なかったので、毎日照合するよ

う改善されたい。 

・平成26年３月より、手持

ち現金残高について金銭出

納関係帳簿に担当印欄と確

認印欄を設け、毎日照合後

押印するよう改善した。 措置済 
平成26年

３月１日 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第12号 

監 査 の 対 象：平成25年度出資団体監査 アジア太平洋トレードセンター株

式会社 

所 管 所 属：経済戦略局 

通知を受けた日：平成26年９月29日 

指摘

№ 
指摘の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１ 

現金保有額及び現金取引の対象

について改善を求めたもの 

 手持現金の入出金取引累計額

が100万円を超過する月も見受

けられたが、必ずしも現金で支

払いをしなければならない取引

ではないので、不正流用や盗難

等のリスクを回避するため、現

金の保有額を削減するとともに、

現金取引の対象を制限するよう

改善されたい。 

・現金の保有額について、

上限を20万円に設定した。

・現金取引の対象について、

５万円を超過する現金での

支払いを原則禁止とした。

措置済 
平成25年

11月30日 

３ 

基幹システムの取引先コードの

管理について改善するよう求め

たもの 

 使用制限をかけることができ

ず、削除する方法しかないため、

過去のシステムデータを参照で

きなくなることを懸念して削除

していないが、使用見込みのな

いコードを不正使用し、本法人

の意図しない支払いに利用され

・支払先コードについて、

３年間は保存し、４年以上

経過している不要なコード

は削除することとした。 

・平成23年９月末以前の不

要なコードについては、平

成26年１月31日に削除した。

措置済 
平成26年

１月31日 
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るリスクがあるので、使用見込

みがないと判断されるものにつ

いては、削除するよう改善され

たい。 

４ 

給与システム、固定資産管理シ

ステムに係る管理規程の運用に

ついて改善するよう求めたもの

 情報システム基本規程を整備

しているが、実際の運用は基幹

システムに限られ、想定しない

データの変更や情報漏洩等が発

生するリスクがあることから、

基幹システム以外のシステムに

ついても情報システム基本規程

に則した運用を行うよう改善さ

れたい。 

・基幹システム以外の給与

システムや固定資産管理シ

ステムについて、平成25年

10月から情報システム規程

に基づき運用、管理を行う

こととした。 

・パスワード管理について

も、情報システム規定のパ

スワードポリシーに基づき

運用することとした。 

措置済 
平成25年

10月31日 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第13号 

監 査 の 対 象：平成25年度出資団体監査 公益財団法人 大阪国際交流セン

ター 

所 管 所 属：経済戦略局 

通知を受けた日：平成26年７月２日 

指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

２ 

契約事務について改善するよう

求めたもの 

 随意契約の条件を満たす合理

的な理由が記載されていないも

のが見受けられたので、経理規

程に定める条件を満たしている

かを厳格に判断し、適切な契約

事務を行われたい（平成24年度

の特名随意契約による委託業務

のうち保守点検等を除いたもの

：25件 35,116,122円のうち、４

件 17,677,548円）。 

・指摘以降の契約事務につ

いて、１件10万円以上で随

意契約により契約を実施す

る場合において、経理規程

及び契約要綱に定める基準

を満たしているかを厳格に

判断するため、平成26年度

から決裁資料に随意契約の

相手方の選定理由及び随意

契約締結可能な理由等を明

記した理由書を添付するこ

ととした。 

措置済 
平成26年

４月１日 

３ 

財産処分等に関する規程を定め

るよう求めたもの 

 理事会の専決事項である重要

・平成26年３月７日開催の

理事会において理事の職務

権限規程を変更し、財産の

措置済 
平成26年

３月７日 

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

49



 

 

 

 

 

な財産の処分及び譲受け、多額

の借財に係る職務に関して、金

額等が規程等に定められていな

かったので、具体的な金額等を

定められたい。 

処分及び譲受けに関しては

１件100万円未満、借財に

関して年間100万円未満は

常務理事の職務権限とし、

それ以上の金額の場合は理

事会の権限と定めた。 

４ 

役員の兼務状況の確認方法につ

いて改善するよう求めたもの 

 本法人の理事、監事及び評議

員が、兼務する他の公益法人の

公益認定の取消が原因で、本法

人の公益認定が取り消されるリ

スクが存在するので、少なくと

も年に１度は役員等の兼任状況

を確認されたい。 

・平成26年３月７日開催の

理事会において、役員から

兼務状況について書面にて

報告を受け、公益認定取消

のリスクの無いことを確認

した。なお、今後も継続し、

年に１回の書面による確認

を実施していく。 

措置済 
平成26年

３月７日 

５ 

固定資産の現物の照合を実施す

るよう求めたもの等 

 固定資産の管理責任者が、経

理規程に定める各会計年度１回

以上の固定資産の照合を行って

いなかったので、固定資産の照

合手続の詳細な方法をルール化

し、効果的な現物の照合手続を

実施されたい（平成24年度末の

建 物 な ど の 固 定 資 産 合 計

150,512,852円）。 

 図書の現物確認をしていなか

ったので、図書の現物確認の実

施方法、実施時期等についてル

ール化し、当該ルールに基づい

て定期的に現物確認を行われた

い（平成 24年度末図書冊数

4,690冊）。 

・平成26年３月31日付で

「公益財団法人大阪国際交

流センター固定資産管理要

領」を制定し、照合手続に

関する詳細な方法をルール

化した。今後は本管理要領

に基づき照合手続きを実施

する。また、図書の現物確

認の詳細について、平成26

年３月31日付で「インフォ

メーションセンター図書管

理要領」を制定し、現物確

認に関する詳細な方法をル

ール化した。今後は本管理

要領に基づき定期的に現物

確認を実施していく。 

措置済 
平成26年

３月31日 

６ 

預金の残高管理について改善す

るよう求めたもの 

 預貯金について、毎月１回そ

の残高を帳簿残高と照合し、経

理責任者に報告することが経理

規程で定められているものの、

帳簿残高を照合した証跡がなく、

・経理規程に従って各月に

おいて通帳と帳簿残高を照

合し、その際に照合の証跡

を残すとともに、経理責任

者への報告を行うこととし

た。 

措置済 
平成26年

１月15日 
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経理責任者への報告も行われて

いなかったため、照合の証跡を

残すとともに、経理責任者への

報告を行うよう求めたもの（平

成 24 年 度 末 預 金 残 高

416,348,604円[特定資産に計上

のものを含む]）。 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第14号 

監 査 の 対 象：平成25年度出資団体監査 地方独立行政法人 大阪市立工業

研究所 

所 管 所 属：経済戦略局 

通知を受けた日：平成26年９月22日 

指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１ 

契約事務について改善を求めた

もの 

 公募型指名競争入札において、

外部事業者１者からの見積書に

基づき予定価格を設定し、当該

事業者のみが応札している入札

が２件あったため、１者入札と

なった原因を分析して広く参加

者を募るような仕組みを構築す

るとともに、複数事業者から見

積書を入手するよう改められた

い。 

複数事業者から見積書を

徴取するよう改めた。また、

仮に１者入札となってしま

った場合には、応札しなか

った理由を聴取するなど、

その原因を分析し、広く参

加者を募るような仕組みを

構築すべく、入札状況調査

要領を策定した。 

措置済 
平成26年

６月16日 

３ 

内部統制に係る会議が一度も開

催されていなかったので計画的

に開催するよう改善を求めたも

の 

 「公正な職務執行確保のための

内部統制の体制に関する規程」を

整備し、内部統制連絡会議が設

置されたが、１度も開催されて

いなかったので、計画的かつ効

果的な会議を実施されたい。 

平成25年７月16日開催の

職員が参加する研究懇談会

において、コンプライアン

ス推進の体制整備について

周知するとともに、平成26

年１月には外部講師を招い

ての全職員を対象とした研

修を実施し、平成26年２月

24日に内部統制連絡会議を

開催した。 

 平成26年度からは中間お

よび年度末の２回定例開催

措置済 
平成26年

２月24日 
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し、重要な方針及び情報提

供の徹底を図っていく。 

４ 

運営費交付金申請のための予算

の策定について改善するよう求

めたもの 

 直近３か年で使用実績がない、

もしくは使用実績の低い費用に

関しても運営費交付金予算とし

て過大に申請し、所管局より運

営費交付金が交付されていたの

で、使用予測や過年度の実績に

基づいて、適切な予算を策定す

るとともに、所管局においても

交付金予算が実状に沿うものと

なっているか、過年度の実績等

を参考にして確認されたい。 

平成26年度予算策定にお

いて、過年度の実績に基づ

き算定するように改めた。

以降も適切な予算策定とな

るよう、精査に努めていく。

措置済 
平成25年

12月３日 

６ 

旅費支給に関して改善するよう

求めたもの 

 職員派遣依頼元から旅費が支

給されているにもかかわらず、

職員が認識を誤り、日当及び宿

泊料を本法人に請求し、支給し

ていたため、事後確認を徹底す

るための管理体制を構築すると

ともに、誤って支給された旅費

については精算されたい。 

職員派遣依頼元から旅費

が支給されるものについて

は、相手方への再確認を行

い、確認書類を添付するこ

とにより、誤支給がないか

どうかチェック機能が働く

よう改めた。また、本件に

かかる誤支給の旅費全額に

ついて、本人からの返還、

入金処理を完了した。 

措置済 
平成26年

２月28日 

８ 

債権の管理手法について改善を

求めたもの 

 出納責任者は請求日より６か

月超となる滞留債権について、

請求担当者の作成した未収入金

一覧表を査閲するのみであった

ので、請求担当者より債権の発

生経緯及び今後の対処策等につ

いて報告を受け、適切なフォロ

ーを実施されたい。 

納入期間経過後入金され

ないものについては、担当

研究員と連携して滞留債務

者に催告を行い、その経過

を請求担当者から出納責任

者に報告をするようにした。

催告後も未納である場合は、

出納責任者が適切な催告及

び措置等について請求担当

者に指導・指示を行うこと

とした。 

措置済 
平成26年

３月５日 

９ 

リース会計の適用に関して改善

するよう求めたもの 

 資産計上すべきファイナンス

平成25年度決算において、

年度末の決算整理を行い、

リース取引を資産計上に振

措置済 
平成26年

３月31日 
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・リース取引（１件：リース料

総額6,640,200円）について、

費用処理されていたので、適切

な会計処理を行われたい。 

り替えた。今後も適切な会

計処理を行っていく。 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第15号 

監 査 の 対 象：平成25年度出資団体監査 株式会社 大阪メトロサービス 

所 管 所 属：交通局 

通知を受けた日：平成26年９月12日 

指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

２(1) 

本法人に帰属しない入出金の処

理について改善を求めたもの 

 本法人の収益・費用とすべき

でない入出金取引については、

立替金または預り金等の流動科

目で処理し、消し込みを行うよ

う改善されたい。 

・OSAKA PiTaPaカードの製

作費に関する入出金取引に

ついて、本法人の収益及び

費用とすべきではない取引

については、平成25年度の

決算処理から預り金又は立

替金といった流動科目によ

り会計処理を行うよう改め、

決算計算書類を株主総会に

て承認を得ている。 

措置済 
平成26年

６月24日 

２(2) 

収益の計上時期を改善するよう

求めたもの 

 平成25年３月21日から同年９

月20日までの広告契約について

同年３月（平成24年度）に契約

金額の全額（365万円）を売上

高として計上していた。一方で、

本法人が所有している債券の利

払日の翌日から決算期末日まで

に係る利息（27万円）について

収益として計上していなかった。

各事業年度における損益が正し

く計算されるよう、発生主義に

基づき、収益を計上するよう改

善されたい。 

・今後も事業年度の期間損

益が適正となるよう、発生

主義に基づき、収益費用を

適切に計上していくととも

に、25年度決算において、

漏れのないよう会計処理し

たとの報告を受けている。

・指摘の広告収益、債権利

息収益などについて、25年

度決算において、前期損益

の修正を行い、決算計算書

類を株主総会にて承認を得

ている。 

措置済 
平成26年

６月24日 

２(3) 

固定資産除却損等の会計処理に

ついて改善するよう求めたもの

 金額の僅少なものまたは毎期

・金額の僅少なものまたは

毎期経常的に発生するもの

を除き、固定資産除却損等

措置済 
平成26年

６月24日 
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経常的に発生するものを除き固

定資産除却損等は、営業外費用

ではなく特別損失として計上す

るよう改善されたい。 

は特別損失として計上し、

平成25年度の決算報告書類

に適切に記載するよう改め、

計算書類を株主総会にて承

認を得ている。 

２(4) 

勘定科目の適用について改善す

るよう求めたもの 

 本法人では、交通局からの受

託事業である定期券発売業務に

おいて、定期券等の購入者から

収受し交通局に支払うために一

時的に預かっている現金を買掛

金として計上していたが、定期

券等の購入者から一時的に預か

っている現金については預り金

勘定で計上するよう改善された

い。 

・定期券等の購入者から収

受し、交通局へ支払うまで

の間、一時的に預っている

現金については、平成26年

２月から勘定科目を「預り

金」に改め、決算計算書類

を株主総会にて承認を得て

いる。 

措置済 
平成26年

６月24日 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第18号 

監 査 の 対 象：平成25年度定期監査等 福祉局、健康局及び病院局所管の電

気、機械及び情報システムに係る工事等の施行状況及び施設

の維持管理状況 

所 管 所 属：病院局 

通知を受けた日：平成26年６月26日 

指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

３ 

情報システムの費用について効

率性や経済性の視点で検討する

体制が整えられていなかったの

で改善を求めたもの 

 本市の情報システムの適正利

用の推進を目的とする体制は市

長権限に基づくため、地方公営

企業については対象外となって

おり、各地方公営企業において

は各々で情報システムの適正利

用を推進する取組を自立的に実

施する必要がある。 

しかしながら、病院局において

病院局では、医療機器の

更新の際のシステムへの接

続や部門システム更新など

において、計画段階から関

与しているが、より明確に

するため、企画課（医療情

報）の担当係長の業務分担

として位置づけ、「医療情

報技師」や「診療情報管理

士」の資格を有し、民間な

どの病院の勤務経験がある

病院事務職員とともに協議

を行うこととした。また、

措置済 
平成26年

６月１日 
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は、行政事務の簡素化及び効率

化について取組が十分とはいえ

ない状況が見受けられた。 

 今後は、本市の取組に準じた

情報システムの調達の適正化に

向けた体制を構築されるととも

に、本市の情報システムにかか

る業務を統括する総務局行政部

ＩＴ統括課と連携するなど、調

達方法の改善に係る情報収集に

努め、情報システムのコスト最

適化について継続的な取組を実

施されたい。（病院局） 

医療情報技師会や学会、ユ

ーザーフォーラムに参加す

ることによる他病院の職員

との情報交換、他病院の取

組事例を知っているコンサ

ルの活用、また、他病院へ

の照会・問い合わせを行う

ことにより、民間病院のノ

ウハウについて、これまで以

上、情報収集に努める。 

 いずれにしても、本年10

月1日には地方独立行政法

人への移行が決定したこと

から、より一層、採算性の

意識を持つとともに、前述

の取組など情報システムの

コストの最適化に継続的に

取り組む。 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第19号 

監 査 の 対 象：平成25年度定期監査等 都市整備局所管の土木及び都市整備

局住宅部建設課所管の建築に係る工事等の施行状況及び施設

の維持管理状況 

所 管 所 属：都市整備局 

通知を受けた日：平成26年６月27日 

指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１(1) 

過積載の再発防止に向けて改善

を求めたもの 

 建築工事における過積載につ

いて 

 「浪速第６住宅１号館住戸改

善工事」については、３月から

５月の期間におけるコンクリー

トガラの搬出運搬について、過

積載が行われていた。これに対

して、過積載防止対策要領に基

づき、それぞれの翌月当初に改

善の指示がなされ、請負者は改

・過積載防止対策の実効性

を向上させるため、過積載

防止対策の具体的な実施手

順や過積載防止対策用のチ

ェックシートなどの内容を

盛り込んだ「過積載防止対

策研修資料（建築工事編）」

を作成し（平成26年５月30

日：作成）工事着手前に、

請負業者、委託監督員に研

修を行う。また、本市職員

については、毎年度継続的

措置済 
平成26年

６月17日 
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善内容を記載した改善報告書を

提出している。しかしながら、

改善指示以降も過積載が多く見

られ、改善されたとは言い難い

ものとなっていた。 

 また、「池島住宅１号館（１

区）建設工事」については、残

土の搬出運搬について、過積載

が見られたことから、複数回に

わたって改善を申入れており、

その都度請負者から改善報告書

が提出されているにもかかわら

ず、この間も過積載の状況が見

られた。 

 今後は、監督職員による確認

回数を多くするなど、適切な時

期に改善の指示が行われるよう、

委託監督員による指示や報告、

監督職員による指示など、それ

ぞれの役割と時期を定め、過積

載防止対策の実効性を向上され

たい。 

に資料内容の研修を行う。

（平成26年６月17日：研修

実施） 

２ 

監督職員による工事の施工管理

に問題があったため改善を求め

たもの 

 「大正区紡績大橋筋線舗装補

修工事」については、工期の約

３カ月間に受注者が３回の安全

訓練を実施しており、その都度

実施の報告を受け、報告書の鑑

のみ受領していたものの、訓練

の実施状況写真や資料について

は竣工検査前に一括して受領し

ていた。 

 また、「長吉東部地区道路予

備設計等業務委託」については、

受注者への指示や協議の際に交

わす打合せ記録簿に発注者の押

印がないことから、指示や協議

に係る承諾等が適切に行われて

・各職員の役割及び責任の

所在を明確にし、チェック

リストを通じて監督業務の

実施状況を管理・確認・検

証できる体制の構築を図り、

研修により改善周知を行っ

た。 

今後は、知識水準維持のた

め、毎年監督職員の研修を

引き続き実施する。 

（平成26年３月17日、平成

26年４月16日、平成26年５

月21日、平成26年６月６日

：研修実施） 

措置済 
平成26年

６月６日 
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いるか疑義が生じる状況であっ

た。 

 さらに、その他16件について

も、共通仕様書等で定める基準

等に基づいた施工管理や請負者

への指示、関係書類の収受、処

理などが適正に行われておら

ず、日々適切な監督業務が行

われているとは言い難い状況で

あった。 

 今後は、各職員の役割及び責

任所在を明確にし、研修を継続

的に実施し、研修の実効性を高

め、職員の監督業務に必要な知

識水準の維持向上を図るととも

に、監督業務の実施状況を管理

職が適宜確認、検証できる組織

的な管理体制を整え、不適正な

施工管理が再発しないよう改善

されたい。 

３ 

検査の考査内容に施工内容を適

正に反映していなかったため改

善を求めたもの 

 「長吉東部地区内一円防塵舗

装工事－３」については、産業

廃棄物の過積載による運搬が長

期間にわたり複数見受けられて

いるにもかかわらず、成績評定

で「過積載防止の積極的な取組

みが書類で確認できる」と考査

されており、補助監督職員によ

る考査内容に実際の施工内容が

適正に反映されていなかった。

 今後は、過去の監査及び検査

における指摘事項をふまえた適

時的確な施工管理を行うととも

に、事業請負成績調書の考査内

容に基づく確認を行うなど、工

事の施工内容が考査に的確に反

映され、厳正な検査となるよう

・今後は、過去の監査及び

検査における指摘内容を踏

まえ適時的確な施工管理を

行い、事業請負成績調書の

考査内容に基づく確認や、

工事の施工内容が考査に的

確に反映され厳正な検査と

なるよう、研修を通じて周

知した。今後は、知識水準

維持のため、毎年監督職員

の研修を引き続き実施する。

（平成26年３月17日、平成

26年４月16日、平成26年５

月21日、平成26年６月６日

：研修実施） 

措置済 
平成26年

６月６日 
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改善されたい。 

４ 

設計図書の指定のとおりに足場

の解体作業を行っていなかった

もの   

 「池島住宅１･２･３･４･５号

館解体撤去工事」ほか１件につ

いては、特記仕様書において、

足場の組立解体は、「手すり先

行工法による足場の組立て等に

関する基準」の「手すり据置き

方式」又は「手すり先行専用足

場方式」により行うこととして

いる。 

 足場の組立て時においては手

すりの設置が確認できるが、建

物の解体中では足場の最上部を

含めいずれの箇所にも手すりが

設置されておらず、足場の解体

に際しても「手すり据置き方式」

又は「手すり先行専用足場方式」

により行われていなかった。ま

た、建設課では平成25年度以降

に契約した住宅の解体工事にお

いては、契約後すみやかに、足

場の組立解体については「手す

り据置方式」又は「手すり先行

専用足場方式」により行うよう

文書による指示を行っているが、

「鶴町住宅１･２･３･４･５･６･

７･８･９号館解体撤去工事」に

おいても同様に「手すり据置方

式」又は「手すり先行専用足場

方式」により足場の解体が行わ

れていなかった。 

 今後は、設計図書で指定した

安全対策の趣旨を理解し適切に

実施されるよう、施工計画書な

どにより事前に確認するなど、

請負者への指導をより一層強化

されたい。 

・請負業者に対して、従来

の指示書に加え、今回の指

摘案件のような、一旦手す

りを取り外す場合の作業手

順を記載した指示書を提示

し、工事着手前に指導を行

う。（平成26年６月10日:

指示書作成）また、本市職

員については、毎年度継続

的に指示書の内容の研修を

行う。（平成26年６月17日

：研修実施） 

・委託監督員に対して、施

工計画書の段階で施工方法

のチェックを行うことと、

足場の組立・解体時に施工

計画書の通り作業が行われ

ているか、現場立会を行う

よう指示書を提示し工事着

手前に指導を行う。（平成

26年６月10日：指示書作成）

また、本市職員については、

毎年度継続的に指示書の内

容の研修を行う。（平成26

年６月17日：研修実施） 

措置済 
平成26年

６月17日 
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５ 

経済的な施工となるよう改善を

求めたもの 

 長吉東部地区（以下「本地区」

という。）については、平成25

年度に「長吉東部地区内一円整

地工事－２」（以下「本工事」

という。）を平成25年６月から

平成26年１月の工期で実施して

いる。 

本地区内において、整地が

必要となる区画では、別途発注

されていた整地工事の掘削作業

中に土中から油分を含む汚染土

が発見されたことから、本工事

には、その汚染土の除去と西側

隣接地からの油分の再流入を防

止するために必要となる鋼矢板

の土留並びに土留の設計に必要

となる土質調査が計上されてい

る。 

その後、本工事にて前述の

土質調査を実施後、調査結果を

反映させた土留の設計を受注者

にて行い、使用材料である鋼矢

板の規格や長さ（打設深さ）を

決定したうえで、隣接地との境

界に土留を施工している。しか

しながらこの土留の詳細な設計

に必要となる油分を含む汚染土

の正確な分布深度や範囲の調査

が、土留を施工した後、別途契

約の業務委託にて実施されてお

り、その結果によると汚染土の

範囲が当初の想定に比べ限定的

であったことから、先行して施

工した土留に要する費用が過大

なものとなっていた。 

今後は、工程管理を十分に

行うとともに、調査から設計、

施工に至る一連の手順を十分検

・今後は、不経済な施工と

ならないよう、今回の事例

を活用し分析することによ

り、調査から設計・施工に

至る一連の手順の説明と工

程管理を十分行うよう研修

を通じ職員に周知徹底した。

（平成26年６月６日：研修

実施） 

措置済 
平成26年

６月６日 
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討した上で、不経済な施工とな

らないようにされたい。 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第20号 

監 査 の 対 象：平成25年度定期監査等 消防局警防部及び救急部所管事務  

所 管 所 属：消防局 

通知を受けた日：平成26年６月27日 

指摘 

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１ 

過去の監査指摘の措置内容に不

備があったので改善を求めたも

の 

 救急活動に伴い感染の恐れが

ある産業廃棄物を処理する際に

処理業者へ交付する産業廃棄物

管理票の記載内容について、産

業廃棄物の数量及び単位、名称

の記載がなされていないものが

複数見受けられた。記載要領の

内容を見直すとともにそれに加

え各署の救急隊が業者への交付

時に記載事項のダブルチェック

を行うなど再発を防止されたい。

 文書主任による公文書の審査

が行われていないものや決裁日

と文書発送日に矛盾のあるもの

などが依然として多数見受けら

れた。今後は、文書事務に関す

る研修等を実施することにより、

文書事務の重要性について理解

を深めるとともに、管理職にお

いても、文書事務の重要性を認

識したうえで管理職員のチェッ

ク機能を充実させるなど、再発

防止を徹底されたい。 

・所属職員に対して、産業

廃棄物管理票記載要領を再

徹底するとともに、管理票

作成者以外の管理職により、

管理票の記載内容に不備が

無いかを確認したうえで運

搬受託者に交付するよう、

全消防署長に対し通知した。

（平成26年５月16日付通知

及び同日開催の署長連絡協

議会で伝達） 

・運搬受託者の担当者と面

会し、産業廃棄物管理票を

交付する際、記載内容につ

いて当局職員と回収担当者

の両者でのダブルチェック

を行ったうえでの手交を徹

底するよう申し合わせた。

・巡回指導を実施し、管理

票の取り扱いに関する各消

防署の現状把握をするとと

もに、適正な運用について、

全消防署に対して指導を行

った。（期間：平成26年６

月４日～６月24日） 

・それぞれ指摘のあった文

書事務の不備について、指

摘後直ちに、適切に修正処

理を実施。 

・文書事務に関する研修を

措置済 
平成26年

６月24日 
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管理職及び文書事務担当職

員を対象に実施。 

・今後、各所属に対する巡

回や文書管理適正化推進月

間の取組み等を実施し、職

員の文書事務に関する理解

をより一層深めていく。 

２ 

アルコール検知器による検査を

行うよう改善を求めたもの 

 ４消防署及び航空隊で運用状

況を確認したところ、少なくと

も平成25年度においては、３消

防署及び航空隊でアルコール検

知器による検査は実施しておら

ず、１消防署については１度実

施したとのことであったものの、

運用要領で検査結果を記録する

よう定められていなかったため、

検査結果を確認することはでき

なかった。 

 アルコール耐性は個人差があ

り、外観上の確認だけでは飲酒

状態を見逃すリスクがあること

に加え、アルコール検知器が導

入されているにもかかわらず検

査が実施されないことについて

市民への説明責任が果たされず

信頼を損なうリスクがある。 

 今後は、運用要領を改正し、

飲酒の有無に関わらず運転の可

能性のある全機関員に対し、毎

日始業時にアルコール検知器に

よる検査を実施するとともに、

検査結果を記録されたい。 

・平成26年６月１日に運用

要領を改正し、その中で、

公用車等の運転業務に従事

する職員に対して、車両運

行前に必ず実施するよう定

めた。 

措置済 
平成26年

６月１日 

３ 

救急安心センターおおさかへの

電話相談に対応できる体制の整

備を求めたもの 

 救急安心センターおおさかへ

の平成 25年中の着信件数は

247,488件となっているが、入

・土曜日の処理率の低い時

間帯に相談員１名を増員し

た。 

・連休中の処理率の低い時

間帯に勤務シフトの見直し

を行い増員した。 

措置済 
平成26年

５月10日 
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電 件 数 を 確 認 し た と こ ろ

294,987件あり、入電件数の

16.1パーセントに対応できてい

なかった。平成25年は相談員の

増員等により、平成24年中（着信

件数240,250件、処理率74.1パ

ーセント）より9.8ポイント処

理率を改善できたものの、入電

数に見合った見直しが十分でな

かった。 

現状では市民からの相談に

一部対応できない場合があり、

救急安心センターおおさかの認

知度が向上すると、入電件数が

増え、現状の体制のままでは処

理率が低下するリスクがある。

よって、平日、土曜日、日

曜日・祝日、連休中の処理率の

内容を踏まえ、相談員のシフト

の見直しや配置人員の検証、工

夫等を継続的に行い、できるか

ぎり入電件数に対応できる体制

を整えられたい。 

４(1) 

契約事務について 

検査結果について２種類の書

類を作成しており、効率的では

ないので改善を求めたもの 

 消防局では、金額に関わらず

全ての検査実施時に消防局独自

に定めた検査報告書を作成し、

係長級が決裁している。その後、

会計規則に定められた検査調書

（課長決裁）を作成しているが、

検査書類として検査報告書と検

査調書の２種類を作成し、効率

的な事務となっていない。 

 現状では経済的、効率的に事

務を実施していることについて

の説明責任を果たせないリスク

があるとともに、経済的、効率

・検査事務について、「契

約規則第51号」及び「大阪

市契約規則における随意契

約及び検査体制関係規定の

運用について、７検査調書

の省略について」に基づき、

納品書等に検査した旨とそ

の日付を記載するなどの方

法により、検査調書にかえ

て適正に処理するよう見直

した。 

・消防局独自に使用してい

た検査報告書については、

廃止するよう平成26年４月

８日付で通知済。 

措置済 
平成26年

４月８日 
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的ではない事務が継続され、不

要なコストがかかることとなる。

 今後は、消防局独自様式で作

成していた検査報告書は廃止

し、平成20年９月５日付け契

第3241号による契約管財局長通

知に則り、納品書等に検査した

旨とその日付を記載するとした

検査事務を実施するよう見直さ

れたい。 

４(2) 

契約事務について改善を求めた

もの 

 ４消防署で22件の契約関係書

類を確認したところ、設備修繕

などについて、地方自治法施行

令第167条の２第１項第５号に

基づき緊急の必要があるとして

随意契約したもののうち、見積

書日付、契約締結日、納入期限

からは緊急性がないにもかかわ

らず、業務発注をしているもの

が３件見受けられた。 

また、事業請負見積書にお

いて、消費税等額の端数処理を

誤った金額で契約締結したもの

が１件、事業請負見積書に何号

随意契約かの記載がないものが

１件見受けられた。さらに、警

防課では、委託業務の成果物と

して業者から提出された書類の

内容について１件確認したとこ

ろ、記載誤りが複数見受けられ

た。 

 契約事務マニュアルの活用や

契約事務に関する研修を契約事

務に携わる全職員に実施し、担

当者は契約事務の理解を深める

とともに、管理監督者は決裁回

議時に必ず書類を確認するよう

認識を改め、書類をチェックす

・随意契約を含めた契約事

務について、各所属より管

理監督者を含めた担当者を

招集し、平成26年６月３日、

４日に研修を実施。 

・研修内容において、特に

随意契約の特殊性や緊急特

名を適用するにあたっての

留意事項を再徹底させると

ともに、適切に事務処理を

行うよう指導。 

・指摘のあった消費税額の

記載誤り及び事業請負見積

書への記載漏れについては

すでに是正済。 
措置済 

平成26年

６月４日 
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る体制を構築されたい。 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第21号 

監 査 の 対 象：平成25年度定期監査等 交通局事業管理本部事業開発部 

所 管 所 属：交通局 

通知を受けた日：平成26年７月７日 

指摘 

№ 
指摘の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

２ 

異なる事業会計間における用地

使用について有償で整理するよ

う改善を求めたもの 

 高速鉄道事業が所管する幸町

用地及び都島技術事務所用地の

一部については、自動車運送事

業における操車場として使用し

ているにもかかわらず、使用料

等の負担が行われていなかった。

それぞれ地方公営企業法が適用

される独立した事業、会計単位

であり、上記の場合、自動車運

送事業会計が使用料を負担すべ

きであるので、両事業会計間に

おける用地等の使用関係につい

て有償として整理されたい。 

・幸町用地（幸町操車場）

及び都島技術事務所用地（都

島操車場）については、平

成26年度分の使用料から有

償化することとした。 

措置済 
平成26年 

３月31日 

３ 

使用許可（承認）物件の管理に

ついて改善するよう求めたもの

 交通局では、事業用不動産及

び普通不動産について事業上支

障がなければ地元等に倉庫置場

や児童遊園として使用許可（承

認）しており、これらの使用許

可（承認）書によれば、使用者

は使用計画を変更しようとする

ときは、事前に書面をもって承

認を受けなければならないとさ

れている。 

 しかしながら、申請とは異な

る物件（広報板等）が設置され

ているものが見受けられ、これ

・市の広報板等、使用許可

（承認）申請と異なる物件

が設置されていたものにつ

いては、事業上、支障がな

いことを確認し、平成26年

度使用許可（承認）の更新

時に使用用途を追加した。

措置済 
平成26年

３月31日 

・自転車駐輪場及びその管

理事務所において、撤去自

転車や保管備品の管理状況

に不備があったものについ

ては、使用承認先である建

設局へ連絡し、平成26年４

月３日付けで撤去を完了し

ている。 

措置済 
平成26年

４月３日 
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らについて書面による承認手続

が行われていなかったので、正

規の手続を行うよう改善された

い。 

 また、本市建設局に自転車駐

車場及びその管理事務所として

使用承認している用地において

撤去自転車や管理事務所の保管

備品の管理状況に不備が見受け

られた。放火や不法投棄を誘発

するリスクがあるので、自転車

駐車場管理運営事業者に対して

指導を行うよう建設局に要請さ

れたい。 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第22号 

監 査 の 対 象：平成25年度定期監査等 教育委員会事務局学校経営管理セン

ター所管事務 

所 管 所 属：教育委員会事務局 

通知を受けた日：平成26年６月27日 

指摘

№ 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１(1) 

大阪市奨学費事業について 

個人情報の取扱について改善

するよう求めたもの 

 大阪市奨学費における奨学生

選定通知等は学校を通じて実施

しており、センター及び各学校

現場で個人情報を管理する必要

があるが、選定通知の交付事務

について、センターでは本人に

確実に交付されたかどうかのチ

ェックがなされておらず、選定

通知書等の交付の証跡が確認で

きない学校も見受けられた。 

 センターにおいて、学校にお

ける標準的な手順や基準を明確

にするとともに、選定通知書等

をセンターから申請者あてに郵

・選定通知書等の奨学生へ

の配付完了後、学校から完

了報告書を提出させること

とし、確実に交付されたこ

とを確認できるようにした。

・学校が選定通知書等を受

領した際に確認する内容、

配付・返付する際の記録な

ど、具体的な事務の手順を

示した手順書及び事務フロ

ーを作成し明確化した。 

・個人情報事故のリスクを

低減するため、選定通知書

等の交付については、奨学

生ごとに窓付封筒に密封の

うえ学校へ送付し、学校に

おいて在籍等を確認のうえ

措置済 
平成26年

６月４日 
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送するなど、個人情報事故のリ

スクを低減する方法について検

討し、改善を求めたもの。 

奨学生本人に直接配付する

方法に改め、上記とあわせ

て通知した。 

１(2) 

実情と一致していない要項につ

いて改善するよう求めたもの 

 奨学費選定委員会の設置要項

が平成14年度以降改訂されてお

らず、構成委員や選定方法など

が現状と一致していなかったた

め、委員会のあり方を含めて要

項を見直すなど改善を求めたも

の。 

・平成25年度までは、平成

21年度以前に入学した生徒

を対象とした審査において、

経過措置として選定委員会

で意見を求める必要があっ

た。 

・現在は、市民税非課税世

帯に対して大阪市奨学条例

施行規則等に定めている客

観的な基準により奨学生の

選定を行っている。 

・したがって、選定委員会

を引き続き設ける必要がな

くなったため、選定委員会

設置要項については廃止し

た。 

措置済 
平成26年

５月２日 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

報 告 番 号：報告監26の第25号 

監 査 の 対 象：平成25年度随時監査等 建設局下水道事業会計における契約

事務 

所 管 所 属：建設局 

通知を受けた日：平成26年６月27日 

指摘 

№ 
指摘の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１ 

検査調書作成に係る取扱いにつ

いて改善するよう求めたもの 

 検査調書について、納品の履

行確認を確実に行うため全件作

成としていたが、相応の事務コ

ストが発生していると考えられ

るため、検査調書の作成効果と

その事務コストを比較・検証し

たうえで、検査調書作成に係る

取扱いを検討するよう求めたも

の。  

 平成20年９月通知による契約

・契約金額が40万円以下の

場合の物品買入・印刷請負

契約については検査調書の

作成を省略することとした。

（平成26年３月28日通知済）

・納品検査や書類等の確認

を行う内部検査について、

実施方法を定め、定期的に

実施することとした。 

（平成26年６月13日通知済）

措置済 
平成26年

６月13日 

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

66



 

 

 

 

 

の納品検査や書類等の確認につ

いて、具体的な取扱ルールがな

く平成22年度に１度しか行われ

ていなかったため、自己点検に

係る取扱ルールを定めて定期的

にモニタリングを実施するよう

求めたもの。 

２ 

契約事務審査会における審議対

象から漏れていた契約が見受け

られたので要綱に基づく取扱い

とするよう求めたもの 

 物品買入等に係る随意契約の

うち契約金額が10万円を超える

ものや、福祉関係施設との間で

締結された随意契約が契約事務

審査会の審議対象とされていな

かったので、諮るべきかの判断

が漏れなく行われる体制を構築

するよう求めたもの。 

・物品買入等に係る随意契

約や福祉関係施設との間で

締結する役務に係る随意契

約は、契約事務審査会の審

議対象とし審議を行った。

・請求課が契約請求時に提

出する随意契約理由書に、

契約事務審査会での審議結

果を記入させるなど、契約

締結時に審議漏れの有無を

再度確認する仕組みを設け

た。 

（平成26年５月30日付通知

済） 

措置済 
平成26年

５月30日 

３ 

業務委託契約について、受注者

からの報告書類等を確認する仕

組みを構築するよう求めたもの

 仕様書により作成が義務付け

られた支給品の出納管理簿につ

いて、作成・月次報告を受注者

が行っていなかったものが一部

見受けられたので、作成及び報

告を指示するよう求めたもの。

 支給品受領書について、その

数量が出納管理簿と一部異なっ

ていたので、本市にて内容を確

認する仕組みの構築を求めたも

の。 

・作成されていなかった出

納管理簿については、特記

仕様書に記載のあるとおり、

出納管理簿を作成して月次

報告させるように措置を行

った。 

・本市にて内容を確認する

仕組みの構築については、

１か月分をまとめた形での

支給品受領書となっていた

ものを、支給の都度受領書

を提出するように指示し措

置を行った。また、出納管

理簿と在庫数量との照合の

ための現場実査を、本市職

員により毎月行うこととし

た。 

措置済 
平成26年

４月１日 

 

監査結果に関する措置状況報告書 
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報 告 番 号：報告監26の第29号 

監 査 の 対 象：平成25年度公の施設の指定管理者監査 社会福祉法人 海の

子学園 

所 管 所 属：こども青少年局 

通知を受けた日：平成26年９月16日 

指摘 

№ 
指摘の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 

措置日 

（予定日） 

１ 

自立支援計画の策定について改

善を求めたもの 

【指定管理者に対して】 

 児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準（昭和23年厚生省

令第63号）では、児童養護施設

の長は、入所中の個々の児童に

ついて、児童やその家庭の状況

等を勘案して、その自立を支援

するための計画を策定しなけれ

ばならないとされている。 

 また、同省通知の児童養護施

設運営方針（平成24年３月29日

付厚生労働省通知）によると、

児童養護施設では、児童の心身

の状況や生活状況、保護者の状

況など家庭環境など必要な情報

を収集し、こども相談センター

と援助方針等について打ち合わ

せ、自立支援計画に反映させる

こととされ、自立支援計画の評

価・見直しは少なくとも半年ご

とに定期的に行うこととされて

いる。 

 この点、指定管理者は、こど

も相談センターから、進路の節

目（小学３年、小学６年、中学

３年及び高校３年）に該当する

児童に関し、自立支援計画票の

提出を求められた際に自立支援

計画を見直しているのみで、少

なくとも半年ごとの定期的な評

価・見直しは行っていなかった。

定期的な自立支援計画の

評価・見直しを行う仕組み

の構築と実践については、

従来より児童や保護者の状

況変化等を保護経過記録に

記録するとともに月に一度

施設内での見直し会議は実

施してきた。 

平成26年度からは児童記

録支援システムを指定管理

者側が導入し、児童の保護

状況記録をシステム入力し、

このシステムを利用して記

録を自立支援計画に反映さ

せ、また、こども相談セン

ターが計画に沿った適切な

児童の養育、支援が行える

よう半年毎にアセスメント

を実施し計画の評価・見直

しを行うよう改めた。 

措置済 
平成26年 

６月25日 
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 これは、指定管理者が児童や

保護者の状況の変化等を保護経

過記録に記録しているものの、

これらの記録を自立支援計画の

定期的な評価や見直しに反映さ

せる仕組みが構築されていなか

ったことによるものと考えられ

る。 

 このような状況では、自立支

援計画が形骸化し、計画に沿っ

た適切な児童の養育、支援がな

されない恐れがあるので、指定

管理者は、少なくとも半年ごと

に定期的な自立支援計画の評価

・見直しを行う仕組みを構築し、

実践するよう改善されたい。 

５ 

事業報告書の確認について改善

を要するもの 

【施設所管局に対して】 

本市と指定管理者との間で取

り交わされた管理運営業務協定

書では、指定管理者は、一事業

年度が終了するごとに事業報告

書を提出しなければならないと

されており、本業務の実施に係

る収支についても他の経費と明

確に区分することとされている。

所管局では、提出された事業

報告書の内容について十分確認

を行う必要があるが、指定管理

者より所管局に提出された平成

24年度の事業報告書に記載され

た収支状況の措置費収入額

（241,828,994円）に、指定管

理業務に含まれない一時保護委

託費（965,227円）、本市から

措置費として支出していない保

険外医療費（93,450円）が含ま

れていたため、本市が支出した

措置費決算額（240,770,317円）

指定管理者から提出のあ

る事業報告書の内容確認及

び是正について、事業報告

書の確認が不十分であり、

結果的に指定管理者から提

出された収支状況のチェッ

クが適切にされていなかっ

た。 

平成25年度決算事務は、

本市支出額と事業報告書の

収支状況のチェックを本市

作成の書面にて確実に行っ

た。 

 今後も引き続き、本市支

出額と事業報告書の収支状

況のチェックを本市作成の

書面にて確実にしていく。

措置済 
平成26年

７月１日 
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との間に差異（1,058,677円）

が生じており、また、所管局の

措置費決算額においても、本来

事務費に計上するべき学習指導

費加算（7,950円）を事業費に

計上していたことを把握してい

なかった。 

これは、所管局において指定

管理者から提出された事業報告

書のチェックが徹底されていな

かったことによるものである。

このような状況では、指定管理

者の正確な収支状況を把握でき

ず、発生している差額の原因も

不明確なままとなるばかりか、

誤った報告がなされた場合でも

放置されてしまう恐れがある。

所管局は、提出された事業報

告書のチェックを行い、報告内

容に疑義のある場合は速やかに

確認し、必要な場合は是正を求

めるよう改善されたい。 

８ 

寄付受付対応に係る事務につい

て改善するよう求めたもの 

【指定管理者に対して】 

指定管理者が作成している

寄付受付時の対応マニュアルで

ある「寄贈の取り扱いについて」

によると、現金の寄付について

は原則として監理職が対応し、

監理職の対応が難しい場合は複

数職員で対応することとされて

いる。この点、指定管理者から

は実際には現金のみならず物品

の場合も、厳正な寄付収受の観

点から、職員対応のみならず監

理職対応の場合も複数人で受付

し収受しているとの報告を受け

た。 

しかしながら、当該マニュ

寄付受付対応に係る事務

について、「寄付受付マニ

ュアル」を改訂し、複数対

応するよう明確に改めた。

改定内容としては、現金

・物品とも複数人で対応す

ること、対応した職員の署

名・捺印欄も複数人対応が

明確になるように明記した。

 また、物品については、

寄付主と寄付物品の内容が

確認できるように、受領書

の記入方法をより詳細に改

訂した。 

措置済 
平成26年

４月１日 

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

70



 

 

 

 

 

アルでは、物品の寄付について

複数職員で対応することは規定

されていない。また、寄付があ

った事実を証する書面である

「寄付申込書」や「寄付申込明

細書」を確認しても、複数人で

寄付受付の対応をしたことが確

認できない。 

これらは主に、実際の寄付対

応にあわせて当該マニュアルが

見直されていないこと、また、複

数人が対応した記録を残す仕組

みがなかったことによるもので

ある。 

このような状況では、職員

による寄付物品等の横領を容易

にしてしまう恐れがあり、仮に

横領が発生した場合にその事実

を発見できないリスクがあるの

で、現金のみならず物品の寄付

についても原則複数人で対応す

ることを当該マニュアルで規定

しておくとともに、「寄付申込

書」等の様式を見直すなどによ

り、複数人で寄付を受け付けた

こと（物品の場合は原則として

寄付者との内容確認も含む。）

が明確になるよう改善されたい。

（行政委員会事務局監査部監査課） 

 

 

 

 

 

 

大阪市公告第124号 

 一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 契約担当 

公      告 
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  〒559-0034 大阪市住之江区南港北２丁目１番10号 

        ＡＴＣビル ＩＴＭ棟６階 

             大阪市建設局総務部経理課 

電話06－6615－7540 

２ 入札に付すべき事項 

物件番号 売払物品 数量 

① 大宮ほか１自転車保管所古自転車等－14 ２山 

② 南港ほか３自転車保管所古自転車等－14 ４山 

３ 下見日時及び保管場所 

 下見日時 保管場所 所在地 

① 

平成26年 

11月５日 

（水） 

午前10時から 

午後５時まで 

大宮自転車保管所 旭区大宮１丁目１番32号 

長吉北自転車保管所 平野区長吉出戸８丁目３番先 

② 

平成26年 

11月５日 

（水） 

午前10時から 

午後５時まで 

南港自転車保管所 住之江区南港東５丁目３番41号 

西島自転車保管所 西淀川区西島１丁目２番付近 

新木津川大橋自転車

保管所 
住之江区柴谷１丁目２番付近 

北港自転車保管所 此花区北港２丁目１番付近 

 ※ 下見を希望する場合は、下見日前日の正午までに、次の担当に電話連絡

の上仕様書添付の「保管所下見予約票」をファクシミリにて送信すること

（ただし、本市の休日を除く。） 

建設局管理部自転車対策課    電話  06－6615－6684 

                   ＦＡＸ 06－6615－6577 

４ 入札参加資格 

 (1) 平成26・27年度物品売払入札参加承認を受けていること 

   承認を受けていない場合は、契約管財局契約部契約課物品契約グループ

に本市物品売払入札参加申請を行うこと。ただし、平成26年11月４日（火）

までに参加申請を行わない場合は、入札に参加することができない。 

（参加申請に要する書類） 

  ア 物品売払入札参加申請書（誓約書・委任状）（本市様式） 

  イ 使用印鑑届（本市様式） 

  ウ 物品売払入札参加承認証（本市様式） 

   ※ 平成26・27年度の物品売払入札参加申請要領は大阪市電子調達シス

テム（http://www.keiyaku.city.osaka.lg.jp/）の資料・ご案内→不

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

72



 

 

 

 

 

用品売払入札等のご案内→「平成26・27年度申請書」からダウンロー

ドすること 

  エ 法人にあっては、登記事項全部証明書等の写し 

  オ 法人にあっては、法務局発行の印鑑証明書 

    個人にあっては、市区町村長発行の印鑑証明書 

   ※ エ、オについては、発行後３ヶ月以内のもの 

 (2) 古物営業法（昭和24年法律第108号）に基づく、古物商許可証（行商す

る）を受けていること 

５ 入札参加申込の受付期間及び受付場所 

 (1) 受付期間 本公告の日から平成26年11月４日（火）午後５時30分までの

本市の休日を除く午前９時から午後５時30分まで 

  （午後０時15分から午後１時までを除く。） 

 (2) 受付場所 上記１に同じ 

６ 入札参加資格の審査等 

 (1) ５の受付時において、入札参加資格を審査し、資格を認めた者に対して

入札書（物品買受申込書）を交付する。 

   資格審査は、４にある承認証等を確認することによるので、持参するこ

と 

 (2) 物品売払入札参加承認証に記載される個人、代表者又は契約上の受任者

以外の者（代理人）が入札する場合は、入札時に本人確認を行うので、

17(2)にある本人確認書類を必ず持参すること。 

７ 仕様書の交付方法 

  本公告の日から入札日まで、大阪市ホームページにて交付する。また、上

記１においても無償で交付する。 

８ 契約条項を示す場所 

  上記１に同じ 

９ 入札保証金 

  免除 

10 契約保証金 

  契約金額の100分の10以上を指定期限（入札日当日）までに納付すること  

  ただし、契約金額の全額を即納する場合は免除する。 

  契約保証金は、債務の履行を完了した後に還付する。 

11 入札執行場所 

  ＡＴＣビルＩＴＭ棟 ６階 大阪市建設局入札室 

12 入札執行日時 

 ① 平成26年11月６日（木） 午前10時 

 ② 平成26年11月６日（木） 午前10時30分 

13 入札の方法 

 (1) 入札書（物品買受申込書）には、取引に係る消費税及び地方消費税分を

含む金額を記載すること。また、契約書・仕様書等の内容を十分確認した
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上で、入札すること 

 (2) 物品売払入札参加承認証に記載される個人、代表者又は契約上の受任者

以外の者（代理人）が入札する場合は、必ず物品売払入札参加承認証に記

載される個人又は代表者作成の委任状を添えて入札すること 

14 入札に参加できない者 

  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に該当する者、大

阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている者及び大阪市

契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者 

15 入札の無効 

  大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号）第28条第１項各号のいずれ

かに該当する入札 

  （注１）開札後落札決定までに、物品買受申込者が大阪市契約関係暴力団

排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、入札参加資

格を有しない者のした入札とみなし無効とする。 

16 落札者の決定 

  予定価格以上で最高の価格で有効な入札を行った者を落札者とする。 

17 契約の決定、決定の無効 

 (1) 落札者について、本人確認を行い、本人確認ができない場合は、大阪市

契約規則第32条第２項に該当するとして、契約の締結は行わない。 

 (2) 本人確認は、次の書類を提示する方法により行う。 

  ア 下記書類を１点提示すれば足りる場合 

    運転免許証、旅券、外国人登録証明書、写真付き住民基本台帳カード、

船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、

戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免

許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検

査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理技能検定合格証明書、動力

車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法（昭和47年法律第117

号）第23条第４項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、

国又は地方公共団体の機関が発行した写真付き身分証明書、在留カード 

  イ 下記書類を複数提示する方法による場合 

    被保険者証（国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高

齢者医療保険）、共済組合証、高齢受給者証、国民年金手帳、年金証書

（国民年金、厚生年金保険、船員保険）、共済年金証書、恩給証書、写

真の貼付のない住民基本台帳カード、法人が発行した身分証明書で写真

付きのもの 

18 その他 

 (1) 10の契約保証金が指定期限までに納付できない場合、および契約金額の

全額を即納できない場合は、大阪市契約規則第32条第３項の契約締結の手

続を怠ったとして、落札の決定を無効とする。 

   また、落札者が入札日当日中に契約保証金、および契約金額の全額を納
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付したことを証する書類を持参しなかった場合も、落札の決定を無効とす

る。 

 (2) 落札決定後契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要

綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものと

する。 

   契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排

除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 (3) 落札者は、契約締結までに、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づ

く誓約書を提出すること。誓約書の提出がない場合は、大阪市契約規則第

28条に該当するとして、その者に係る入札は無効とする。 

（建設局総務部経理課） 

 

 

 

大阪市公告第125号 

 一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

 大阪市長  橋 下   徹  

１ 契約担当 

  〒559-0034 大阪市住之江区南港北２丁目１番10号 

        ＡＴＣビル ＩＴＭ棟 ６階 

        大阪市建設局総務部経理課 

        電話06－6615－7540 

２ 入札に付すべき事項 

  金属くず等 ５山   

３ 下見日時及び保管場所   

下見日時 保管場所 所在地 

平成26年 

11月12日 

（水） 

午前10時から午前

11時30分 

午後１時30分から

午後３時30分 

遠里小野材料置場 住吉区遠里小野３-７-68 

矢田産業廃棄物

一時保管所 
東住吉区住道矢田９-３-１ 

朝潮橋資材置場 港区田中３-１ 

津守材料置き場 西成区津守２-７-13 

南港保管所 住之江区南港東５-３-41 

４ 入札参加資格 

  平成26・27年度物品売払入札参加承認を受けていること 

承認を受けていない場合は、契約管財局契約部契約課物品契約グループに
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本市物品売払入札参加申請を行うこと。ただし、平成26年11月11日（火）ま

でに参加申請を行わない場合は、入札に参加することができない。 

（参加申請に要する書類） 

 ア 物品売払入札参加申請書（誓約書・委任状）（本市様式） 

 イ 使用印鑑届（本市様式） 

 ウ 物品売払入札参加承認証（本市様式） 

※ 平成26・27年度の物品売払入札参加申請要領は大阪市電子調達システ

ム（http://www.keiyaku.city.osaka.lg.jp/）の資料・ご案内→不用品

売払入札等のご案内→「平成26・27年度申請書」からダウンロードする

こと。 

 エ 法人にあっては、登記事項全部証明書等の写し 

 オ 法人にあっては、法務局発行の印鑑証明書 

   個人にあっては、市区町村長発行の印鑑証明書 

※ エ、オについては、発行後３ヶ月以内のもの 

５ 入札参加申込の受付期間及び受付場所 

 (1) 受付期間 本公告の日から平成26年11月11日（火）午後５時30分までの

本市の休日を除く午前９時から午後５時30分まで（午後０時15分から午後

１時までを除く） 

 (2) 受付場所 上記１に同じ 

６ 入札参加資格の審査等 

  ５の受付時において、入札参加資格を審査し、資格を認めた者に対して入

札書（物品買受申込書）を交付する。 

  資格審査は、４にある承認証を確認することによるので、持参すること。 

７ 仕様書の交付方法 

  本公告の日から入札日まで、大阪市ホームページにて交付する。また、上

記１においても無償で交付する。 

８ 契約条項を示す場所 

  上記１に同じ 

９ 入札保証金 

  免除 

10 契約保証金 

  契約金額の100分の10以上を指定期限（入札日当日）までに納付すること  

ただし、契約金額の全額を即納する場合は免除する。 

  契約保証金は、債務の履行を完了した後に還付する。 

11 入札執行場所 

  ＡＴＣビルＩＴＭ棟 ６階 大阪市建設局入札室 

12 入札執行日時 

  平成26年11月13日（木） 午前10時 

13 入札の方法 

  入札書（物品買受申込書）には、取引に係る消費税及び地方消費税分を含

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

76



 

 

 

 

 

む金額を記載すること。また、契約書・仕様書等の内容を十分確認した上で、

入札すること 

14 入札に参加できない者 

  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に該当する者、大

阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている者及び大阪市

契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者 

15 入札の無効 

  大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則18号）第28条第１項各号のいずれか

に該当する入札 

（注１）入札に参加しようとする者は、下見日時及び保管場所の欄記載の

とおり、必ず下見を行うこと。下見について主管局立会者の確認印

のない入札は無効とする。 

（注２）転売目的の場合、古物営業許可もしくは、金属くず営業許可を持

たない者のした入札は無効とする。 

（注３）開札後落札決定までに、物品買受申込者が大阪市契約関係暴力団

排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、入札参加資

格を有しない者のした入札とみなし無効とする。 

16 落札者の決定 

  予定価格以上で最高の価格で有効な入札を行った者を落札者とする。 

17 その他 

 (1) 契約締結時において、４の承認を受けている者が、個人の場合は本人及

び法人の場合は代表者以外の者が手続きを行う場合は、委任状を必ず提出

すること。 

 (2) 10の契約保証金が指定期限（入札日当日）までに納付できない場合、ま

たは契約金額の全額を即納できない場合は、大阪市規則第32条第３項の契

約締結の手続を怠ったとして、落札の決定を無効とする。 

 (3) 落札決定後契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要

綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものと

する。 

   契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排

除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 (4) 落札者は、契約締結までに、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づ

く誓約書を提出すること。誓約書の提出がない場合は、大阪市契約規則第

28条に該当するとして、その者に係る入札は無効とする。 

（建設局総務部経理課） 

 

 

 

 

 

共 済 組 合 公 告 
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大阪市職員共済組合公告第14号 

大阪市職員共済組合定款を一部変更したので、地方公務員共済組合法第５条

第９項の規定により、その要旨を次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

大阪市職員共済組合  

理事長 黒住 兼久  

大阪市職員共済組合定款の一部変更について 

 大阪市職員共済組合定款（昭和37年12月１日制定）の一部を次のように変更

する。 

 第９条第２項の表第１区の項中「地方独立行政法人大阪市立工業研究所」の

次に「、地方独立行政法人大阪市民病院機構」を加える。 

   附 則 

この変更は、平成26年10月１日から施行する。 

（大阪市職員共済組合庶務係） 

 

 

 

大阪市職員共済組合公告第15号 

 平成26年大阪市職員共済組合公告第４号（大阪市職員共済組合定款の一部変

更）の一部を次のように訂正する。 

  平成26年10月17日 

大阪市職員共済組合  

理事長 黒住 兼久  

本文中「平成25年度」を「平成24年度」に訂正する。 

（大阪市職員共済組合庶務係） 

 

 

 

 

 

 

公立大学法人大阪市立大学公告第１号 

 地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第34条第４項に基づき、平成

25年度公立大学法人大阪市立大学の財務諸表について、次のとおり公告する。 

  平成26年10月17日 

公立大学法人大阪市立大学 理事長 西澤 良記  

 

 

 

公立大学法人大阪市立大学公告

毎週金曜日発行　　　　　　 　大 阪 市 公 報 第 5 6 9 5  号　　　　　　　 平成26年10月17日

78



公立大学法人大阪市立大学

至　平成26年３月31日

自　平成25年４月１日

平成２５年度

財務諸表

第８期
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（単位：円）

資産の部
Ⅰ　固定資産

１　有形固定資産

土地 41,184,220,255   

建物 70,514,033,958   

減価償却累計額 △26,756,184,970 43,757,848,988   

構築物 1,218,908,165    

減価償却累計額 △383,356,125    835,552,040      

機械装置 5,581,406        

減価償却累計額 △3,110,953      2,470,453        

工具器具備品 18,824,800,197   

減価償却累計額 △11,984,785,249 6,840,014,948    

図書 14,016,249,961   

美術品・収蔵品 149,833,055      

船舶 6,092,333        

減価償却累計額 △3,231,082      2,861,251        

車両運搬具 14,497,280       

減価償却累計額 △8,195,523      6,301,757        

建設仮勘定 37,785,300       

有形固定資産合計 106,833,138,008  

２　無形固定資産

ソフトウエア 278,671,777      

電話加入権 640,000          

産業財産権仮勘定 50,584,411       

ソフトウエア仮勘定 470,811,868      

無形固定資産合計 800,708,056      

３　投資その他の資産

投資有価証券 1,585,541,184    

未収財源措置予定額 4,977,084,507    

金銭信託 380,000,000      

長期未収入金 58,982,509       

貸倒引当金 △58,982,509     -                

差入敷金・保証金 67,629,000       

その他投資 321,940           

投資その他の資産合計 7,010,576,631    

固定資産合計 114,644,422,695  

Ⅱ　流動資産

現金及び預金 13,665,938,401   

未収学生納付金収入 30,706,400       

未収附属病院収入 5,017,243,386    

徴収不能引当金 △13,805,489     5,003,437,897    

その他未収入金 712,740,933      

金銭信託 800,000,000      

たな卸資産 45,254,882       

医薬品及び診療材料 358,287,369      

前渡金 3,744,837        

前払費用 7,874,948        

未収収益 3,629,051        

仮払金 1,467,422        

立替金 5,283,898        

その他流動資産 302,913          

流動資産合計 20,638,668,951   

資産合計 135,283,091,646  

（平成26年３月31日）

貸借対照表
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負債の部
Ⅰ　固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等 2,437,487,017    

資産見返補助金等 281,734,148      

資産見返寄附金 1,471,220,390    

資産見返物品受贈額 12,813,149,002   

建設仮勘定見返運営費交付金等 46,684,280       

建設仮勘定見返施設費 14,994,000       

建設仮勘定見返補助金等 2,340,368        17,067,609,205   

長期寄附金債務 3,499,396,470    

長期借入金 2,158,000,000    

長期未払金 5,217,295,440    

長期リース債務 828,648,996      

資産除去債務 120,238,778      

固定負債合計 28,891,188,889   

Ⅱ　流動負債

運営費交付金債務 769,011,840      

預り補助金等 5,746,144        

寄附金債務 1,914,235,960    

前受受託研究費等 284,139,436      

前受受託事業費等 745,043,215      

一年以内返済予定長期借入金 575,000,000      

未払金 6,698,367,869    

リース債務 235,769,219      

未払消費税等 18,126,100       

前受金 1,267,940        

預り科学研究費補助金等 281,725,030      

預り金 162,038,163      

前受収益 470,650          

流動負債合計 11,690,941,566   

負債合計 40,582,130,455   

純資産の部

Ⅰ　資本金

地方公共団体出資金 102,298,793,790  

資本金合計 102,298,793,790  

Ⅱ　資本剰余金

資本剰余金 7,823,444,594    

損益外減価償却累計額 △26,018,563,209 

損益外減損損失累計額 △640,000        

損益外利息費用累計額 △473,824        

資本剰余金合計 △18,196,232,439 

Ⅲ　利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 5,256,798,401    

目的積立金 2,366,715,745    

積立金 404,056,222      

当期未処分利益 2,570,829,472    

利益剰余金合計 10,598,399,840   

純資産合計 94,700,961,191   

負債純資産合計 135,283,091,646  

(うち当期総利益  2,570,829,472)
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（単位：円）

経常費用

業務費

教育経費 1,442,184,130    

研究経費 2,420,406,842    

診療経費

材料費 10,758,111,192   

委託費 2,251,534,449    

設備関係費 2,138,639,820    

経費 1,316,302,302    16,464,587,763   

教育研究支援経費 1,012,846,450    

受託研究費 800,467,024      

受託事業費 458,232,016      

役員人件費 96,545,213       

教員人件費

常勤教員給与 8,974,181,333    

非常勤教員給与 3,397,029,173    12,371,210,506   

職員人件費

常勤職員給与 9,659,436,743    

非常勤職員給与 2,016,521,168    11,675,957,911   46,742,437,855   

一般管理費 1,380,432,522    

財務費用

支払利息 48,542,035       

雑損 7,905,450        

経常費用合計 48,179,317,862   

経常収益

運営費交付金収益 12,319,105,273   

授業料収益 4,066,310,308    

入学金収益 702,764,400      

検定料収益 150,819,600      

附属病院収益 28,484,441,839   

受託研究等収益

国又は地方公共団体からの受託研究等収益 293,063,934      

国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益 512,206,834      805,270,768      

受託事業等収益

国又は地方公共団体からの受託事業等収益 80,117,728       

国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益 578,142,494      658,260,222      

補助金等収益 450,979,843      

施設費収益 148,237,595      

寄附金収益 726,126,516      

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 233,146,812      

資産見返補助金等戻入 117,750,026      

資産見返寄附金戻入 203,819,735      

資産見返物品受贈額戻入 124,480,227      

建設仮勘定見返運営費交付金等戻入 502,688          679,699,488      

財務収益

受取利息 14,341,494       

有価証券利息 4,615,849        18,957,343       

雑益

財産貸付料収益 53,229,946       

研究関連収入 306,340,419      

その他雑益 667,713,461      1,027,283,826    

経常収益合計 50,238,257,021   

経常利益 2,058,939,159    

臨時損失

移設撤去費 135,508,913      135,508,913      

臨時利益

施設費収益 135,508,913      135,508,913      

当期純利益 2,058,939,159    

前中期目標期間繰越積立金取崩額 511,890,313      

当期総利益 2,570,829,472    

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

損益計算書
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（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 19,995,714,885

人件費支出 △ 24,605,591,680

その他の業務支出 △ 1,285,055,729

運営費交付金収入 12,784,117,512

授業料収入 4,168,681,171

入学金収入 672,176,400

検定料収入 150,819,600

附属病院収入 28,405,877,619

受託研究等収入 929,898,978

受託事業等収入 637,345,147

補助金等収入 512,512,458

寄附金収入 1,088,685,075

その他の業務収入 726,453,840

預り金等増減 △ 71,597,315

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 4,118,608,191

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー　

有価証券の取得による支出 △ 10,000,000,000

有価証券の償還による収入 11,000,000,000

有形固定資産の取得による支出 △ 3,224,913,963

無形固定資産の取得による支出 △ 185,449,886

定期預金等の預入による支出 △ 12,500,000,000

定期預金等の払戻による収入 10,800,000,000

施設費による収入 1,087,480,850

差入敷金・保証金の差入による支出 △ 60,000,000

　　　小　　計 △ 3,082,882,999

利息及び配当金の受取額 44,897,470

　　投資活動によるキャッシュ・フロー　 △ 3,037,985,529

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △ 119,650,052

長期借入金の返済による支出 △ 575,000,000

長期借入による収入 1,072,000,000

　　　小　　計 377,349,948

利息の支払額 △ 51,763,030

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 325,586,918

Ⅳ　資金増減額 1,406,209,580

Ⅴ　資金期首残高 5,759,728,821

Ⅵ　資金期末残高 7,165,938,401

キャッシュ・フロー計算書
（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
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（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,570,829,472    

当期総利益 2,570,829,472    

Ⅱ　利益処分額

 (1)　積立金 550,583,378      

教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の
改善積立金

2,020,246,094    2,570,829,472    

利益の処分に関する書類

 (2)　地方独立行政法人法第40条第３項の規定により
　　　大阪市長の承認を受けようとする額

－ 5 －
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Ⅰ　業務費用

 (1)　損益計算書上の費用

業務費 46,742,437,855

一般管理費 1,380,432,522

財務費用 48,542,035

雑損 7,905,450

臨時損失 135,508,913 48,314,826,775

 (2)　（控除）自己収入等

授業料収益 △ 4,066,310,308

入学料収益 △ 702,764,400

検定料収益 △ 150,819,600

附属病院収益 △ 28,484,441,839

受託研究等収益 △ 805,270,768

受託事業等収益 △ 658,260,222

寄附金収益 △ 726,126,516

財務収益 △ 18,957,343

雑益 △ 720,943,407

資産見返運営費交付金等戻入 △ 233,146,812

建設仮勘定見返運営費交付金等戻入 △ 502,688

資産見返寄附金戻入 △ 203,819,735 △ 36,771,363,638

業務費用合計 11,543,463,137

Ⅱ 損益外減価償却相当額 2,154,534,951

Ⅲ 損益外利息費用相当額 167,056

Ⅳ 引当外賞与増加見積額 36,518,975

Ⅴ 引当外退職給付増加見積額 △ 2,103,147,130

Ⅵ 機会費用

53,216,001

大阪市出資等の機会費用 523,128,827 576,344,828

Ⅶ 行政サービス実施コスト 12,207,881,817

行政サービス実施コスト計算書
（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（単位：円）

国または地方公共団体財産の無償又は減額
された使用料による貸借取引の機会費用

（注２） 引当外退職給付増加見積額には、大阪市からの派遣職員に係る引当外退職給付増加見積額△367,000,370円
が含まれています。

（注１） 資産見返運営費交付金等戻入△232,400,962円及び建設仮勘定見返運営費交付金等戻入△502,688円は、授
業料を財源として取得した資産に伴うものです。
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注記事項

（重要な会計方針）

１　運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

　期間進行基準を採用しています。

　なお、退職一時金等の特定の目的で交付された運営費交付金については費用進行基準を採用しています。

２　減価償却の会計処理方法

 (1)　有形固定資産

定額法を採用しています。

　耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としています。なお受託研究収入により購入した償却資
産については、当該受託研究期間を耐用年数としています。

　主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

　　建物　　　　　　７年～50年

　　構築物　　　　  10年～45年

　　機械装置　　　　６年

　　工具器具備品　　４年～20年

　　船舶　　　　　　６年

　　車両運搬具　　　４年～６年

　また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第85）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用（地
方独立行政法人会計基準第88）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控
除しています。

　　　　　

 (2)　無形固定資産

定額法を採用しています。

　なお、法人内利用のソフトウエアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいて償却してい
ます。

３　徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上方法

４　賞与引当金及び見積額の計上基準

５　退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

６　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）を採用しています。

７　たな卸資産の評価基準及び評価方法

 (1)　貯蔵品

最終仕入原価法

 (2)　医薬品及び診療材料

移動平均法に基づく低価法

ただし、当分の間、最終仕入原価法に基づく低価法によっています。

８　未収財源措置予定額の計上基準

　業務運営に要する費用等のうち、後年度において財源措置することとされている特定の費用等が発生したとき
は、その発生した費用等の額を、資産にあっては資本剰余金に計上し、費用にあっては、当該財源の収益科目に
より収益に計上するとともに、未収財源措置予定額の科目により資産として計上しています。

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回
収可能性を勘案し、それぞれ回収不能見込額を計上しています。

　賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は計上していま
せん。

　なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額か
ら前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しています。

　役員及び教職員の退職一時金については、運営費交付金より財源措置されるため、退職給付に係る引当金は計
上していません。

　なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する役員及び
教職員について、当事業年度末の自己都合要支給額から前事業年度末自己都合要支給額を控除し、業務費用とし
て計上した退職給付費用の額を控除して計算しています。
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９　行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

 (1)　大阪市等の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

　近隣の賃貸借料、相続税標準額に基づく賃料相当額もしくは各地方公共団体の条例における使用料算出基準
等を参考として計算しています。

 (2)　大阪市出資等による機会費用の計算方法

10年国債の平成26年３月末利回りを参考に0.64％で計算しています。

10　リース取引の会計処理

11　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

（貸借対照表関係）

引当外退職給付見積額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,911,049,474円

引当外賞与見積額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1,199,678,295円

（キャッシュ・フロー計算書関係）

１　資金の期末残高と貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　13,665,938,401円

定期預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　6,500,000,000円

資金期末残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　7,165,938,401円

２　重要な非資金取引

 (1)　寄附受による資産の取得　　　　　　　　　　　　　　　　　　330,029,826円

 (2)　ファイナンス・リースによる資産の取得　　　　　　　　　　　882,580,354円

 (3)　割賦による資産の取得　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,470,494,184円

 (4)　資産除去債務の計上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102,535,096円

３　預り金の受入及び払出については、相殺した純額の増減により表示しています。

（固定資産の減損会計）

翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った固定資産

①　固定資産の概要

②　使用しないという決定を行った経緯

　平成21年４月10日、大阪市に公立大学法人施設整備費補助金交付申請書を提出、平成21年５月21日に当該補
助金の交付が決定されたことにより、老朽化した理系学舎の整備事業が決定され、対象資産を取り壊す予定に
なっています。

③　使用しなくなる日

平成26年４月１日

④　将来の使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額

（重要な債務負担行為）

(注）債務負担金額については、（　）内に記載しています。

　所有権移転ファイナンス・リース取引を除き、リース料総額が３百万円以上のファイナンス・リース取引につ
いては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を、３百万円未満のファイナンス・リース取引については
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

対象資産 種類 用途

理学部ポンプ室（３）他 建物 一般

場所

大阪市住吉区

（単位：円）

建物 1,373,053 - 1,373,053

対象資産
使用しなくなる日における

帳簿価額
回収可能

サービス価額
減損額（見込額）

（単位：円）

契約内容 契約先 契約年月 契約金額

医学部附属病院
病院情報ｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸ機器等一式

富士通リース株式会社 平成25年12月
2,065,480,200

(2,065,480,200)

－ 8 －
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